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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路基板と第１ケース及び第２ケースを有して内部に回路基板が設けられた基板ユニッ
トであって、前記第１ケース側に設けられる第１封止部と、前記第２ケース側に設けられ
る第２封止部と、その第１封止部と第２封止部とを連結する封止部材とを有し、その封止
部材によって前記第１封止部と第２封止部とが連結されている場合に前記回路基板を取り
出すときには基板ユニットを破壊するか或いは所定の部位を切断することを必要とする基
板ユニットを備えた遊技機において、
　前記第１ケースと、前記第１封止部を有する第１連結部材と、及び前記第２ケースと、
前記第２封止部を有する第２連結部材と、が樹脂により別体に成型して構成され、
　前記第１ケース及び第２ケースの一側面に前記第１封止部と第２封止部を嵌着すること
によって前記第１ケースと前記第１封止部が、第２ケースと第２封止部が一体化されるよ
うに構成され、
　前記第１封止部と第２封止部に夫々挿通孔が設けられ、
　前記封止部材は、前記挿通孔に挿通されるものであって、塑性変形可能な筒状部を有す
ると共に前記第１又は第２ケース側に接当するフランジを前記筒状部の一端側に備え、そ
の他端側に螺合部を備えており、
　前記螺合部に対するネジの螺合によって前記筒状部の一部を塑性変形させて係止部を形
成することにより該係止部と前記フランジとによって前記第１封止部と第２封止部とを連
結固定してあり、
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　前記ネジは、前記係止部を形成した状態において軸力発生手段であり、
　前記第１封止部と第２封止部とが、複数の対をなして設けられ、前記連結固定してある
以外の前記第１封止部または第２封止部に、ネジを備えない状態で前記封止部材を保持す
る保持部が設けられていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記第１及び第２ケースと前記第１及び第２封止部とのうちの何れか一方に嵌合部が設
けられ、かつ、他方に前記嵌合部に嵌合する嵌合片が設けられ、前記嵌合部と前記嵌合片
をケースの開口側からケースの一側面に沿って嵌め合わせて両者が嵌着されるように構成
され、前記第１及び第２封止部のうちの一方が他方に、第１及び第２ケースの突き合わせ
方向において、対向配置されている請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記第１及び第２ケースと前記第１及び第２封止部との嵌合方向と、前記第１及び第２
封止部の連結方向とが並行で且つ逆向きに構成され、前記第１及び第２封止部の連結にお
いて、前記第１及び第２ケースに対して前記第１及び第２封止部が嵌合離脱の方向に変位
可能に構成されている請求項１又は２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記第１及び第２ケース又は前記第１及び第２封止部の何れか一方に嵌合方向に延在す
る舌片を設けると共に該舌片に爪部を設け、かつ、他方に爪部を係止させる第１のスリッ
トを設けた請求項１乃至３に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機やスロットマシンに代表される遊技機に関し、より詳しくは、制
御基板を収容可能な基板ケースを備えた遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の遊技機には、遊技に関わる種々の制御を司る制御基板を基板ケースに収容したも
のがある（例えば、特許文献１，２参照）。この種の基板ケースは、複数の封止機構が設
けられ、それらを順次利用して封止される。即ち、監督官庁等の検査機関による検査の際
には、現在封止されている封止機構を破壊して基板ケースを開封すると共に、検査後に未
使用の封止機構を用いて基板ケースを再度封止する。そして、検査回数を履歴として残す
ようにし、検査回数と破壊された封止機構の数とを照合することにより、不正行為によっ
て封止機構が破壊されたことがあるか否かを判定する。なお、不正行為は、正規な制御プ
ログラムが格納されているＲＯＭを不正な制御プログラムが格納されているＲＯＭに交換
すること等を目的としてなされる。
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１０２８３４号公報
【特許文献２】特開２００５－１５２２９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の遊技機は、封止機構が破壊されたことがあるか否かを容易に判定
できる一方、破壊された封止機構を容易に復元できないようにするという観点から、基板
ケースの封止機構の構造が上記特許文献に示されているように複雑になっていた。一方、
基板ケースに収納される制御基板の大きさや形状が遊技機の機種によって相違することか
ら、基板ケースは、遊技機の機種ごとに作られるという実情がある。このため、遊技機の
機種ごとに、複雑な構造の封止機構を含む基板ケースを成形するための成形型を作製する
必要があり、基板ケースの製造コストが嵩むという問題があった。
【０００５】
　本発明は斯かる課題に鑑み創案されたものであって、その目的は、基板ケースの設計変
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更に伴う成形型の作製の容易化を図り、もって基板ケースの製造コストを抑制した遊技機
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明にかかる遊技機は、上記目的を達成するために、
　回路基板と第１ケース及び第２ケースを有して内部に回路基板が設けられた基板ユニッ
トであって、前記第１ケース側に設けられる第１封止部と、前記第２ケース側に設けられ
る第２封止部と、その第１封止部と第２封止部とを連結する封止部材とを有し、その封止
部材によって前記第１封止部と第２封止部とが連結されている場合に前記回路基板を取り
出すときには基板ユニットを破壊するか或いは所定の部位を切断することを必要とする基
板ユニットを備えた遊技機において、
　前記第１ケースと、前記第１封止部を有する第１連結部材と、及び前記第２ケースと、
前記第２封止部を有する第２連結部材と、が樹脂により別体に成型して構成され、
　前記第１ケース及び第２ケースの一側面に前記第１封止部と第２封止部を嵌着すること
によって前記第１ケースと前記第１封止部が、第２ケースと第２封止部が一体化されるよ
うに構成され、
　前記第１封止部と第２封止部に夫々挿通孔が設けられ、
　前記封止部材は、前記挿通孔に挿通されるものであって、塑性変形可能な筒状部を有す
ると共に前記第１又は第２ケース側に接当するフランジを前記筒状部の一端側に備え、そ
の他端側に螺合部を備えており、
　前記螺合部に対するネジの螺合によって前記筒状部の一部を塑性変形させて係止部を形
成することにより該係止部と前記フランジとによって前記第１封止部と第２封止部とを連
結固定してあり、
　前記ネジは、前記係止部を形成した状態において軸力発生手段であり、
　前記第１封止部と第２封止部とが、複数の対をなして設けられ、前記連結固定してある
以外の前記第１封止部または第２封止部に、ネジを備えない状態で前記封止部材を保持す
る保持部が設けられていることを特徴とする。
 
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、上述の如く、第１、第２ケースと、第１、第２封止部を有する第１、
第２連結部とを別体構成にして、その封止部を特定の汎用性あるものとしたので、遊技機
の機種ごとにケースを設計変更してその成形型を作製しなければならない場合も、複雑な
構造の封止部を備えた成形型をその都度作製する必要がなくなるから、基板ケースの製造
コストを抑えた遊技機を提供することができる。
　また、第１、第２ケースと、第１、第２封止部を有する第１、第２連結部とを別体構成
にすることで、封止部を有色樹脂で構成することが可能になる。これにより、基板ケース
の不正開封を防止しやすい遊技機を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明にかかる遊技機は、手段１として、
　回路基板と第１ケース及び第２ケースを有して内部に回路基板が設けられた基板ユニッ
トであって、前記第１ケース側に設けられる第１封止部と、前記第２ケース側に設けられ
る第２封止部と、その第１封止部と第２封止部とを連結する封止部材とを有し、その封止
部材によって前記第１封止部と第２封止部とが連結されている場合に前記回路基板を取り
出すときには基板ユニットを破壊するか或いは所定の部位を切断することを必要とする基
板ユニットを備えた遊技機において、
　前記第１ケースと、前記第１封止部を有する第１連結部材と、及び前記第２ケースと、
前記第２封止部を有する第２連結部材と、が樹脂により別体に成型して構成され、
　前記第１ケース及び第２ケースの一側面に前記第１封止部と第２封止部を嵌着すること
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によって前記第１ケースと前記第１封止部が、第２ケースと第２封止部が一体化されるよ
うに構成されていることを特徴とする。
　本発明において、上記の嵌着とは、凹部に対して凹部と略同形状の外形を有する凸部を
落とし入れて身動きならないようにすることの他に係合や係止、及び取り付け方向を一方
向に規制する所定部位により規制された状態で一方のケースを所定位置まで移動させるこ
とにより抜き出しが規制されることなどの意味を含むものとする。
【０００９】
　遊技機の機種ごとに相違する制御基板の大きさや形状によってケースの設計変更を行な
っても、封止部の設計変更を行なう必要はない。かかる観点から、上記の如く、前記第１
ケースと、前記第１封止部を有する第１連結部材と、及び前記第２ケースと、前記第２封
止部を有する第２連結部材と、が樹脂により別体に成型して構成され、前記第１ケース及
び第２ケースの一側面に前記第１封止部と第２封止部を嵌着することによって前記第１ケ
ースと前記第１封止部が、第２ケースと第２封止部が一体化されるように構成すると、ケ
ースの成形型のみを設計変更して封止部の成形型はそのまま使い続けることができる。
　これにより、複雑な構造の封止部を含む基板ケースの成形型を、遊技機の機種（ケース
の寸法が異なる）ごとに作製する必要がなくなり、基板ケースの製造コストを抑制するこ
とができる。また、本発明は、ケースと封止部との連結手段として嵌着という手段を採用
している。連結手段としては、接着・溶着などの他の手段も採用し得るが、これら他の手
段を採用すると、ケースに対する封止部の位置決め精度を高めるために工数の増加等を招
き、製造コストが高くなるおそれがある。そのため、本発明では、工数が少なくてもケー
スに対する封止部の位置決め精度が高くなる嵌着を連結手段として採用している。
【００１０】
　手段２：手段１に記載の遊技機において、
　前記第１又は第２ケースの少なくとも何れか一方、及び前記第１又は第２封止部の少な
くとも何れか一方に嵌合部が設けられ、かつ、他方に前記嵌合部に嵌合する嵌合片が設け
られ、前記嵌合部と前記嵌合片をケースの開口側からケースの一側面に沿って嵌め合わせ
て両者が嵌着されるように構成され、他方のケースの封止部が、前記一方のケースの封止
部に、両ケースの突き合わせ方向において、対向配置されていることを特徴とする。
　かかる構成によって、ケース及び封止部の一方に設けた嵌合部と他方に設けた嵌合片と
をケースの開口側から嵌め合わせることで、一対のケースを突き合わせた際に各ケースの
封止部同士が干渉し、前記ケースから封止部を取り外しできなくなる。
【００１１】
　手段３：手段１又は手段２に記載の遊技機において、
　前記第１、第２ケースが、それぞれケースと前記封止部とから構成されていることを特
徴とする。
　何れのケースも、その封止部をケースと別体構成とすることで、両ケースの何れか一方
又は両方の封止部の構成が複雑なものであったとしても、別体構成される封止部を汎用性
のあるものとして、サイズの異なる種々の機種の基板ケースのシンプルな構成としたケー
スに適用できて、基板ケースの製作コストを大幅に低減できる。
【００１２】
　手段４：手段３に記載の遊技機において、
　前記両ケースと封止部との嵌合方向と、両封止部の連結方向とが並行で且つ逆向きに構
成され、両封止部の連結において、前記ケースに対して封止部が嵌合離脱の方向に変位可
能に構成されている。
　前記ケースと封止部とが一体成形されていて、それぞれに製作誤差等があって、ケース
同士の突合せと封止部同士の突合せとが面一とならなかった場合（通常ではケース同士が
ピッタリと突き合わされ、封止部同士の間に隙間が形成される虞がある）には、両ケース
の両封止部同士が封止用ピンで連結される際に互いに引き付けられると、ケースと封止部
との間に撓みが生じる虞があるが、本発明のように構成することで、嵌合状態は維持しな
がら、前記封止部がケースから僅かに変位（スライド）して逃げ、撓み発生を回避させる
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ことができ、封止完了時に封止部及びケースに歪みを残す事がない。この際、連結時に両
封止部が変位可能となったことで、同時に、互いの突合せを面一として密着連結すること
が可能になり、封止部同士の連結を強固に行い得る。
【００１３】
　手段５：手段１乃至手段４に記載の遊技機において、
　前記ケース又は前記封止部の何れか一方に嵌合方向に延在する舌片を設けると共に該舌
片に爪部を設け、かつ、他方に爪部を係止させる第１のスリットを設けたことを特徴とす
る。
　このように、前記ケース及び前記封止部の一方に設けた爪部を他方に設けた第１のスリ
ットに係止させることで、前記嵌合部と前記嵌合片との嵌合だけの状態に比べ、爪部によ
る係止作用が加わることによって嵌合状態を確固たるものに出来て、一対のケースを突き
合わせなくても、一旦爪部の係止が行われれば、ケースから封止部が脱落しなくなる。
　なお、第１のスリットは、爪部を係止させることができればいかなる構成であってもよ
い。例えば、下記実施形態で示す貫通孔に限定されず、有底孔や凹溝であってもよい。
【００１４】
　手段６：手段５に記載の遊技機において、
　前記第１のスリットが前記封止部に設けた貫通孔であって、前記第１のスリットを遮蔽
する遮蔽部を前記封止部に設けたことを特徴とする。
　第１のスリットが封止部に設けた貫通孔である場合、第１のスリットに係止した爪部が
見えやすくなることがある。前記第１のスリットを遮蔽する遮蔽部を前記封止部に設ける
ことで、第１のスリットに係止した爪部を視認しにくくなる。これにより、ケースと封止
部の連結構造を視認し難くしてゴト対策を講じている。
【００１５】
　手段７：手段５又は手段６に記載の遊技機において、
　前記嵌合部よりも内側にポケット部を設け、前記舌片が、該ポケット部の外側壁部を切
欠いて構成されていることを特徴とする。
　このように、前記舌片を設けるに際し、ポケット部を構成する外側壁部の一部を利用し
て舌片を形成することで、別途舌片を形成する必要がなく、部材の兼用によって係止機能
を備えることが出来る利点がある。
【００１６】
　手段８：手段１～７のいずれかに記載の遊技機において、
　前記封止部を有色樹脂で構成したことを特徴とする。
　一般に基板ケースは内部に収納した制御基板を外部から視認できるように透明樹脂で構
成されている実情がある。従前の如くケースと封止部を一体成形した場合は、封止部も透
明樹脂で構成される。そうすると、封止部の構造が外部から見て分かりやすくなるという
欠点が生じる。本発明では、上述のようにケースと封止部とを別体に構成してあるので、
ケースを透明樹脂で構成しても封止部を有色樹脂で構成することができる。このように、
封止部を有色樹脂で構成すれば、封止部を外部から見てもその構造を確認しにくくなり、
外部から視認できることによる予想外の基板ケースの不正な開封を防止することができる
。
【００１７】
　手段９：手段１～８のいずれかに記載の遊技機において、
　前記嵌合部よりも内側にポケット部を設け、前記ポケット部に前記舌片の弾性変形を規
制する樹脂を充填したことを特徴とする。
　前記嵌合部よりも内側に設けたポケット部に溶融状態の樹脂を充填してから、ケースと
封止部を連結させる。溶融状態の樹脂が固化すると、前記舌片の弾性変形が規制され、舌
片の爪部の第１のスリットとの係合が外れるのに必要な弾性変形が得られず、その結果、
ケースから封止部を取り外せなくなる。
【００１８】
　手段１０：手段９に記載の遊技機において、
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　第１、又は第２ケースのいずれか一方の封止部がケース側を開口させた箱状とされ、前
記舌片の弾性変形を規制する樹脂が有色であることを特徴とする。
　第１、又は第２ケースのいずれか一方の封止部は不正な開封を防止するという観点から
箱状に形成される。この場合、成形上の都合でケース側を開口させた箱状とされる。上記
の如く、前記舌片の弾性変形を規制する樹脂を有色とすることで、ケース側からも封止部
内を見えなくすることができる。
【００１９】
　手段１１：手段４乃至手段１０のいずれかに記載の遊技機において、
　前記ケース及び前記封止部の他方に前記舌片の先端側を覆うフランジを設けたことを特
徴とする。
　前記ケース及び前記封止部の他方に設けたフランジにて前記舌片の先端側を覆うことで
、舌片に設けた爪部を視認しにくくなり、その爪部を破壊されたりする虞も未然に回避で
きる。
【００２０】
　手段１２：手段１１に記載の遊技機において、
　前記フランジに第２のスリットを設け、かつ、前記ケース本体部又は前記封止部の何れ
か一方に前記第２のスリットに挿入される凸部を設けたことを特徴とする。
　このように、フランジに設けた第２のスリットに凸部を挿入することで、嵌合部と嵌合
片の嵌合を補強することができる。
【００２１】
　手段１３：手段１２に記載の遊技機において、
　前記一方のケースの前記封止部を嵌着した側部に繋がる両側部に凹溝部を設け、他方の
ケースの前記封止部を嵌着した側部に繋がる両側部に突条を設けて、前記封止部を嵌着し
た側部から対向側部の方向にスライドさせて互いに嵌合せしめるように構成したことを特
徴とする。
　このように、ケースに対する封止部の嵌合方向と、ふたつのケース同士の嵌合方向が、
結果として直交する方向であるので、一旦ケース同士の嵌合が完了すれば、対向する封止
部がケースから脱落する虞がなくなる。このように、両者の嵌合方向を直交する方向とす
る簡単な構成を採用することで、ケースの組み付け時にすでに封止部のケースからの脱落
を阻止することができる。
【００２２】
　手段１４：手段１３に記載の遊技機において、
　前記両封止部の一方の対向面に嵌合凹部を形成し、他方の封止部の一方の対向面に嵌合
凸部を形成し、前記嵌合凹部が、前記ケース構成体同士のスライド嵌合の完了時に、前記
嵌合凸部を受け止める当たり面を備えていることを特徴とする。
　このように、両ケースが封止部において当たり面で嵌合が止められることで、封止部が
互いに正確な対向位置となり、封止用ピンをスムースに挿入して封止を行うことができる
。
【００２３】
　手段１５：手段１４に記載の遊技機において、
　第１、第２ケースの各々の第１のスリットを、前記ケースの合わせ面を線とする線対称
的に配置し、かつ、第１、第２ケースの各々の第２のスリットを互いに連通するように設
けたことを特徴とする。
　換言すると、一対のケースは、舌片及び凸部が対向配置される。これにより、各ケース
についてケースと封止部の連結強度が均一化される。つまり、一方のケースと封止部の連
結強度が十分に確保されていれば、他方のケースと封止部の連結強度も十分に確保される
ことになり、各ケースについて連結強度の構造計算をする手間を省くことができる。
【００２４】
　以下、図面を参照しつつ本発明に係る遊技機の実施形態について説明する。なお、以下
の実施形態では、便宜上、パチンコ機を挙げて説明するが、本発明は、パチンコ機以外の
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弾球遊技機（例えばアレンジボール機や雀球遊技機など）、スロットマシン、パチンコ機
とスロットマシンとを融合させた融合機（例えば遊技媒体として遊技球を使用するスロッ
トマシン）、その他種々の遊技機（例えばゲームセンタに設置されるいわゆるアーケード
ゲーム機など）に適用することができる。
【００２５】
（パチンコ機の正面構成）
　図１は本実施形態のパチンコ機１０の正面図であり、図２は外枠１１に対して内枠１２
と前面枠セット１４とを開放した状態を示す斜視図である。但し、図２では便宜上、下皿
ユニット１３が内枠１２から取り外された状態を示している。
【００２６】
　図１，２に示すように、パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外枠
１１と、この外枠１１の一側部に開閉可能に支持された内枠１２とを備えている。外枠１
１は、木製の板材により全体として矩形状に構成され、小ネジ等の離脱可能な締結具によ
り各板材が組み付けられている。なお、外枠１１は、軽量化を図るために、樹脂やアルミ
ニウム等の軽金属により構成されていてもよい。内枠１２の開閉軸線はパチンコ機１０の
正面からみて遊技球発射ハンドル１８の設置箇所の反対側（図１のパチンコ機１０の左側
）で上下に延びるように設定されており、この開閉軸線を軸心にして内枠１２が前方側に
十分に開放できるようになっている。また、内枠１２は合成樹脂、具体的にはＡＢＳ(ア
クリロニトリル－ブタジエン－スチレン）樹脂から成る。こうすることで、粘性が高く衝
撃に強くでき、低コストで製造できるという利点が発揮される。
【００２７】
　内枠１２の構成を、図３も用いて詳細に説明する。図３は、パチンコ機１０から前面枠
セット１４を取り外した状態を示す正面図である（但し、図３では便宜上、遊技盤３０面
上の遊技領城内の構成〔釘、センター役物等〕を空白で示している）。
【００２８】
　内枠１２は、大別すると、その最下部に取り付けられた下皿ユニット１３と、この下皿
ユニット１３よりも上側の範囲で内枠１２の左側の上下方向の開閉軸線を軸心にして開閉
自在に取り付けられた前面枠セット１４と、後述する樹脂ベース２０と、この樹脂ベース
２０の後側に取り付けられる遊技盤３０とを備えている。
【００２９】
　下皿ユニット１３は、内枠１２に対してネジ等の締結具により固定されている。この下
皿ユニット１３の前面側には、下皿１５と球抜きレバー１７と遊技球発射ハンドル１８と
灰皿２２と音出力口２４が設けられている。球受皿としての下皿１５は、下皿ユニット１
３のほぼ中央部に設けられており、後述の上皿１９が満タンになった場合等に排出口１６
より排出される遊技球を停留する役割がある。球抜きレバー１７は、下皿１５内の遊技球
を抜くためのものであり、この球抜きレバー１７を図１で左側に移動させることにより、
下皿１５の底面の所定箇所が開口され、下皿１５内に停留された遊技球を下皿１５の底面
の開口部分を通して遊技者の持球貯留箱（ドル箱）に排出することができる。遊技球発射
ハンドル１８は、下皿１５よりも右方で手前側に突出するように配設されている。
【００３０】
　遊技者による遊技球発射ハンドル１８の操作に応じて、遊技球発射装置３８（図６参照
）によって遊技球が遊技盤３０の方へ打ち込まれるようになっている。遊技球発射装置３
８は、遊技球発射ハンドル１８と後述するセットハンドル２２８と発射モータ２２９（図
６参照）などで構成されている。音出力口２４は、下皿ユニット１３内あるいは背面に設
けられたスピーカ（図示略）からの音を出力するための出力口である。また、灰皿２２は
下皿１５の左方に設けられている。灰皿２２は左右方向（水平方向）の軸線を軸心にして
回動（例えば前方側に向けて前回り）するように、その右側が下皿１５に片待ち支持され
ている。
【００３１】
　なお、下皿ユニット１３はその大部分が内枠１２と同様、ＡＢＳ樹脂にて成形されてい
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る。こうすることで、粘性が高く衝撃に強くでき、低コストで製造できる。特に、下皿１
５を形成する表面層と下皿１５の奥方の前面パネル部分とを難燃性のＡＢＳ樹脂にて成形
している。このため、この部分は燃えにくくなっている。
【００３２】
　また、前面枠セット１４は、図２に示すように、内枠１２に対して開閉可能に取り付け
られており、内枠１２と同様、パチンコ機１０の正面からみて左側に上下に延びる開閉軸
線を軸心にして前方側に開放できるようになっている。しかも前面枠セット１４は内枠１
２の外側壁（リブ）１２ｂ（図３参照）内に嵌まり込むようにして取り付けられている。
つまり、この前面枠セット１４の側面の少なくとも一部が内枠１２の外側壁（リブ）１２
ｂ内に嵌まり込むようにして取り付けられているので、内枠１２と前面枠セット１４との
隙間から異物（針状あるいは薄板状等のものであって、具体的には針金、ピアノ線、セル
ロイド板等）を差し入れるなどの不正行為を防止できるようになっている。また、前面枠
セット１４は、内枠１２と同様に、合成樹脂、具体的にはＡＢＳ樹脂により構成されてい
るので、粘性が高く衝撃に強くでき、低コストで製造できる。
【００３３】
　一方、前面枠セット１４の下部（上述の下皿１５の上方位置）には、遊技球の受皿とし
ての上皿１９（図１参照）が前面枠セット１４と一体的に設けられている。この上皿１９
は、遊技球を一旦貯留し、一列に整列させながら遊技球発射装置３８の方へ導出するため
の球受皿である。この上皿１９も下皿１５と同様、表面層が難燃性のＡＢＳ樹脂にて成形
される構成となっている。
【００３４】
　図３に示すように、内枠１２は、外形が矩形状の樹脂ベース２０を主体に構成されてお
り、樹脂ベース２０の中央部には略円形状の窓孔２１が形成されている。樹脂ベース２０
の後側には遊技盤３０が着脱可能に装着されている。遊技盤３０は四角形状の合板よりな
り、その周縁部が樹脂ベース２０（内枠１２）の裏側に当接した状態で取着されている。
従って、遊技盤３０の前面部の略中央部分が樹脂ベース２０の窓孔２１を通じて内枠１２
の前面側に露出した状態となっている。
【００３５】
　次に、図４を用いて遊技盤３０の構成を説明する。図４は遊技盤３０の構成を示す正面
図である。遊技盤３０は、天入賞口６１０、一般入賞口６００、左右１対の第１始動口６
０１、これら第１始動口６０１の変形部であって第１始動口６０１より若干下方に設けら
れた第２始動口６０２、遊技領域の略中央に設けられた電動役物ユニット（センター役物
）６０３等を備えている。これらの一般入賞口６００、第１始動口６０１、第２始動口６
０２、電動役物ユニット６０３等は、遊技盤３０における、ルータ加工によって形成され
た各貫通穴にそれぞれに配設され、遊技盤３０前面側から木ネジ等により取り付けられて
いる。前述の天入賞口６１０、一般入賞口６００、第１の始動口６０１、第２の始動口６
０２に対応する部位には、それぞれ、天入賞口入球センサ６０９、一般入賞口入球センサ
６０７、第１始動口入球センサ６０５、第２始動口入球センサ６０６が設けられており、
これらセンサは、図示しない電気配線を通じて後述する主制御基板（主制御装置）に接続
されている。そして、天入賞口６１０、一般入賞口６００、第１始動口６０１、第２始動
口６０２および電動役物ユニット６０３に遊技球が入球した場合には、上記各検出センサ
で検出され、この検出センサの出力に基づいて、上皿１９（または下皿１５）へ所定数の
賞品球が払い出される。
【００３６】
　尚、上記入賞感知機構にて各々検出された検出結果は、後述する主制御基板に取り込ま
れ、該主制御基板よりその都度の入賞状況に応じた払出指令（遊技球の払出個数）が払出
制御基板に送信される。そして、該払出制御基板の出力により所定数の遊技球の払出が実
施される。かかる場合、各種入賞口に入賞した遊技球を入賞球処理装置に一旦集め、その
入賞球処理装置で入賞球の存在を１つずつ順番に確認した上で払出を行う従来方式（いわ
ゆる証拠球方式）とは異なり、本実施の形態のパチンコ機１０では、各種入賞口毎に遊技
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球の入賞を電気的に感知して払出が直ちに行われる（すなわち、本パチンコ機１０では入
賞球処理装置を廃止している）。故に、払い出す遊技球が多量にあっても、その払出をい
ち早く実施することが可能となる。但し、本発明に従来の「証拠球方式」を適用してもよ
い。
【００３７】
　その他に、遊技盤３０の左右端には、上記一般入賞口６００を備えた装飾部材６３０が
設けられる一方、遊技盤３０の下方には、上記第１始動口６０１、第２始動口６０２を備
えた補助ユニット６０８が設けられている。また、遊技盤３０にはアウト口３６が設けら
れており、各種入賞装置等に入球しなかった遊技球はこのアウト口３６を通って図示しな
い球排出路の方へと案内されるようになっている。さらに、遊技盤３０には、遊技球の落
下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設されているとともに、同様の機能を
有する風車が配設されている。
【００３８】
　また、遊技盤３０には、遊技球発射装置３８から発射された遊技球を遊技盤３０上部へ
案内するためのレールユニット５０が取り付けられており、遊技球発射ハンドル１８の回
動操作に伴い発射された遊技球はレールユニット５０を通じて所定の遊技領域に案内され
るようになっている。レールユニット５０はリング状をなす樹脂成型品（例えば、フッ素
樹脂が添加されて成形されたもの）にて構成されており、内外二重に一体形成された内レ
ール５１と外レール５２とを有する。なお、レールユニット５０はフッ素樹脂を添加して
成形されているので、図３に示す奥面５０ａについての遊技球の摩擦抵抗を少なくできる
。内レール５１は上方の約１／４ほどを除いて略円環状に形成され、一部（主に左側部）
か内レール５１に向かい合うようにして外レール５２が形成されている。かかる場合、内
レール５１と外レール５２とにより誘導レールが構成され、これら各レール５１、５２が
所定間隔を隔てて並行する部分（向かって左側の部分）により球案内通路が形成されてい
る。なお、球案内通路は、遊技盤３０との当接面を有した溝状、すなわち手前側を開放し
た溝状に形成されている。
【００３９】
　内レール５１の先端部分（図４の左上部）には戻り球防止部材５３が取着されている。
これにより、一旦、内レール５１および外レール５２間の球案内通路から遊技盤３０の上
部へと案内された遊技球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防止されるよ
うになっている。また、外レール５２には、遊技球の最大飛翔部分に対応する位置（図４
の右上部：外レール５２の先端部に相当する部位）に返しゴム５４が取着されている。従
って、所定以上の勢いで発射された遊技球は、返しゴム５４に当たって跳ね返さわるよう
になっている。外レール５２の内側面には、遊技球の飛翔をより滑らかなものとするべく
、つまり遊技球の摩擦抵抗を少なくするべく、長尺状をなすステンレス製の金属帯として
の摺動プレート５５（図３参照）が取着されている。
【００４０】
　また、レールユニット５０の外周部には、外方へ張り出した円弧状のフランジ５６が形
成されている。フランジ５６は、遊技盤３０に対する取付面を構成する。レールユニット
５０が遊技盤３０に取り付けられる際には、遊技盤３０上にフランジ５６が当接され、そ
の状態で、当該フランジ５６に形成された複数の透孔にネジ等が挿通されて遊技盤３０に
対するレールユニット５０の締結がなされるようになっている。本実施形態では、レール
ユニット５０の少なくとも左側を遊技盤３０に強固に締結するために、レールユニット５
０の左側はその右側よりも多いネジで遊技盤３０に締結されているので、レールユニット
５０の左側についての遊技盤３０への密着性を上げることかでき、遊技球の球飛びを良く
することができる。レールユニット５０の左側が遊技盤３０に対してぐらついているとこ
のレールユニット５０に出射された遊技球の勢いが当該ぐらつきにより吸収されてしまう
からである。
【００４１】
　さらに本実施形態では、正面から見てレールユニット５０の上下左右の各端部は略直線
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状に（平坦に）形成されている。つまり、レールユニット５０の上下左右の各端部におい
てはフランジ５６が切り落とされ、パチンコ機１０における有限の領域にてレール径の拡
張、すなわち遊技盤３０上の遊技領域の拡張が図られるようになっている。
【００４２】
　内レール５１および外レール５２間の球案内通路の入口には、同球案内通路の一部を閉
鎖するようにして凸部５７が形成されている。この凸部５７は、内レール５１からレール
ユニット５０下端部にかけて略鉛直方向に設けられ、遊技領域まで至らず球案内通路内を
逆流してくるファール球をファール球通路６３（図３参照）に導くための役目をなす。な
お、遊技盤３０の右下隅部および左下隅部は、証紙（例えば製造番号が記載されている）
等のシール（図４のＳ１，Ｓ２）やプレートを貼着するためのスペースとなっており、こ
の貼着スペースを確保するために、フランジ５６に切欠５８，５９が形成されている。遊
技盤３０の右下隅部や左下隅部に、証紙等のシール（図４のＳ１，Ｓ２）を貼着すること
で、遊技盤３０と証紙との一義性を持たせることができる。
【００４３】
　次に、遊技領域について説明する。遊技領域は、レールユニット５０の内周部（内外レ
ール）により略円形状に区画形成されている。本実施形態では、遊技領域を、パチンコ機
１０の正面から見て、内レール５１および外レール５２によって囲まれる領域のうち、内
外レール５１，５２の並行部分である誘導レールの領域を除いた領域としている。従って
、遊技領域と言った場合には誘導レール部分は含まないため、遊技領域の向かって左側限
界位置は外レール５２によってではなく内レール５１によって特定される。同様に、遊技
領域の向かって右側限界位置は内レール５１によって特定される。また、遊技領城の下側
限界位置は遊技盤３０の下端位置によって特定される。また、遊技領域の上側限界位置は
外レール５２によって特定される。
【００４４】
　図３の説明に戻り、前記樹脂ベース２０において、窓孔２１（遊技盤３０）の下方には
、遊技球発射装置３８より発射された直後に遊技球を案内するための発射レール６１が取
り付けられている。発射レール６１は、その後方の金属板６２を介して樹脂ベース２０に
取付固定されており、所定の発射角度（打ち出し角度）にて直線的に延びるよう構成され
ている。従って、遊技球発射ハンドル１８の回動操作に伴い発射された遊技球は、まずは
発射レール６１に沿って斜め上方に打ち出され、その後前述した通りレールユニット５０
の球案内通路を通じて所定の遊技領域に案内されるようになっている。
【００４５】
　また、発射レール６１とレールユニット５０（誘導レール）との間には所定間隔の隙間
があり、この隙間より下方にファール球通路６３が形成されている。従って、仮に、遊技
球発射装置３８から発射された遊技球が戻り球防止部材５３まで至らずファール球として
誘導レール内を逆戻りする場合には、そのファール球がファール球通路６３を介して下皿
１５に排出される。
【００４６】
　ファール球が誘導レール内を逆流してくる際、その多くは外レール５２に沿って流れ、
外レール５２の下端部に到達した時点で下方に落下するが、一部のファール球は誘導レー
ル内で暴れ、内レール５１側へ跳ね上がるものもある。この際、跳ね上がったファール球
は、球案内通路入口の前記凸部５７に当たり、ファール球通路６３に誘導される、これに
より、ファール球の全てがファール球通路６３に確実に案内されるようになり、ファール
球と次に発射される遊技球との干渉が抑制される。
【００４７】
　なお、詳しい図面の開示は省略するが、遊技球発射装置３８には、前面枠セット１４側
の球出口（上皿１９の最下流部より通じる球出口）から遊技球が１つずつ供給される。ま
た、遊技球発射装置３８には打球槌が設けられ、軸部を中心とする打球槌の回動に伴い遊
技球が発射される。
【００４８】
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　図３中の符号６７は上皿１９に通ずる排出口であり、この排出口６７を介して遊技球が
上皿１９に排出される。排出口６７には、略水平方向の回転軸を軸心として略水平状態と
略垂直状態とに変位する開閉式のシャッタ６８が取り付けられている、前面枠セット１４
を内枠１２から開放した状能（図３の状態）では、バネ等の付勢力によりシャッタ６８が
略水平状態から略垂直状態となり、排出口６７から遊技球がこぼれ落ちないようにこの排
出口６７を閉鎖する。また、前面枠セット１４を閉鎖した状態では、当該前面枠セット１
４の裏面に設けられた球通路樋６９（図２参照）によりシャッタ６８が押し開けられて略
水平状態になり、排出口６７の方へ排出された遊技球はもれなく球通路樋６９を通って上
皿１９に排出されるようになる。従って、本パチンコ機１０においては、前面枠セット１
４の開放に際し払出通路内等の遊技球がパチンコ機１０外にこぼれ落ちてしまうといった
不都合が防止できるようになっている。
【００４９】
　図３に示すように、樹脂ベース２０には、窓孔２１の右下部に略四角形状の小窓７１が
設けられている。従って、遊技盤３０の右下隅部に張られた証紙などのシール（図４のＳ
１）は、この小窓７１を通じて視認できるようになっている。また、この小窓７１からシ
ール等を貼り付けることも可能となっている。
【００５０】
　また、図３に示すように、内枠１２の左端部には、前面枠セット１４の支持機構として
、支持金具８１，８２が取り付けられている。上側の支持金具８１には図の手前側に切欠
を有する支持孔８３が設けられ、下側の支持金具８２には鉛直方向に突出した突起軸８４
が設けられている。
【００５１】
　図３に示すように、内枠１２の上側には、前面枠セット１４が内枠１２に対して開かれ
たことを検出する前面枠セット開検出スイッチ９０が設けられている。前面枠セット１４
が開かれると、前面枠セット開検出スイッチ９０からホール内（パテンコ店内）用コンピ
ュータヘ出力されるようになっている。また、前面枠セット１４が閉じられると、図５に
示す前面枠セット１４の金属製の補強板１３１，１３２が図３に示す内枠１２の一対の金
具９２に接触するようになっており、前面枠セット１４のアースが確保されている。
【００５２】
　ここで、前述した前面枠セット１４について、図1，図５を参照しつつより詳細に説明
する。図５は、前面枠セット１４の背面図である。前面枠セット１４には前記遊技領域の
ほとんどを外部から視認することができるよう略楕円形状の窓部１０１が形成されている
。詳しくは、窓部１０１は、その左右側の略中央部が、上下側に比べて比較的緩やかに湾
曲した形状となっている。なお、前記略中央部が直線状になるようにしてもよい。
【００５３】
　また、パチンコ機１０の正面から見て窓部１０１の左端と前面枠セット１４の左端との
間の最短距離（いわゆる左側部フレーム部分の左右幅：図５では右側に示されている）、
すなわち開閉軸線側のフレーム幅は、前面枠セット１４自体の強度および支持強度を高め
るために比較的大きく設定されている。この場合、図１および図３を相互に比較すると明
らかなように、前面枠セット１４が閉じられた状態において、外レール５２の左端部はも
ちろん、内レール５１の左端部も前記左側部フレーム部分によって覆い隠される。つまり
、誘導レールの少なくとも一部が、パチンコ機１０の正面からみて前面枠セット１４の左
側部フレーム部分と重複し覆い隠される。このように遊技球が一時的に視認困難となった
としても、それは、遊技球が遊技領域に案内される通過点に過ぎず、遊技者が主として遊
技を楽しむ遊技領城において遊技球が視認困難となるわけではない。そのため、実際の遊
技に際しては何ら支障が生じない。また、このような支障が生じない一方で、前面枠セッ
ト１４の十分な強度および支持強度が確保可能となっている。
【００５４】
　加えて、前面枠セット１４にはその周囲（例えばコーナー部分）に各種ランプ等の発光
手段が設けられている。これら発光手段は、大当たり遊技状態時や羽根開放時等における
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遊技状態の変化に応じて点灯、点滅のように発光態様が変更制御され遊技中の演出効果を
高める役割を果たすものである。例えば、窓部１０１の周縁には、ＬＥＤ等の発光手段を
内蔵した環状電飾部１０２が左右対称に設けられ、該環状電飾部１０２の中央であってパ
チンコ機１０の最上部には、同じくＬＥＤ等の発光手段を内蔵した中央電飾部１０３が設
けられている。本パチンコ機１０では、中央電飾部１０３が大当たりランプとして機能し
、大当たり遊技状態時に点灯や点滅を行うことにより、大当たり遊技状態中であることを
報知する。さらに、上皿１９周りにも、同じくＬＥＤ等の発光手段を内蔵した上皿電飾部
１０４が設けられている。
【００５５】
　その他、中央電飾部１０３の左右側方には、賞球払出し中に点灯する賞球ランプ１０５
と所定のエラー時に点灯するエラー表示ランプ１０６とが設けられている。また、環状電
飾部１０２の下端部に隣接するようにして、内枠１２表面や遊技盤３０表面等の一部を視
認できるよう透明樹脂からなる小窓１０７が設けられている。この小窓１０７の所定箇所
を平面状としているので、遊技盤３０の右下隅部に貼り付けられた証紙などを、小窓１０
７の当該平面状箇所から機械で好適に読み取ることができる。
【００５６】
　また、窓部１０１の下方には貸球操作部１２０が配設されており、貸球操作部１２０に
は球貸しボタン１２１と、返却ボタン１２２と、度数表示部１２３とが設けられている。
パチンコ機１０の側方に配置された図示しないカードユニット（球貸しユニット）に紙幣
やカード等を投入した状態で貸球操作部１２０が操作されると、その操作に応じて遊技球
の貸出が行われる。球貸しボタン１２１は、カード等（記録媒体）に記録された情報に基
づいて貸出球を得るために操作されるものであり、カード等に残額が存在する限りにおい
て貸出球が上皿１９に供給される。返却ボタン１２２は、カードユニットに挿入されたカ
ード等の返却を求める際に操作される。度数表示部１２３はカード等の残額情報を表示す
るものである。なお、カードユニットを介さずに球貸し装置部から上皿に遊技球が直接貸
し出されるパチンコ機、いわゆる現金機では貸球操作部１２０が不要となる。故に、貸球
操作部１２０の設置部分に、飾りシール等が付されるようになっている。これにより、カ
ードユニットを用いたパチンコ機と現金機との貸球操作部の共通化が図れる。
【００５７】
　また、図１に示すように、前面枠セット１４の左側の小窓１０７付近を前面側（図１の
紙面手前側）に必要以上に突出しないようにしている。こうすることで、パチンコ機１０
の左側に設けられたカードサンドの球貸し装置から直接に上皿１９に遊技球を貸し出す際
に、当該球貸し装置のノーズ部（いわゆる象の鼻）の先端排出口を好適に上皿１９の上方
位置に位置させることができ、当該球貸し装置のノーズ部から貸し出される遊技球を上皿
１９で受けることかできる。
【００５８】
　前面枠セット１４の裏側には、窓部１０１を囲むようにして金属製の各種補強部材が設
けられている。詳しくは、図５に示すように、前面枠セット１４の裏側にあって窓部１０
１の上下左右の外側にはそれぞれ補強板１３１，１３２，１３３，１３４が取り付けられ
ている。これら補強板１３１～１３４は相互に接触して連結されているが、図の左側およ
び上側の補強板１３２，１３３の連結部には直接の接触を避けるための樹脂パーツ１３５
が介在されている。このように補強板１３２，１３３の連結部に樹脂パーツ１３５を介在
させているので、ノイズが補強板１３１～１３４でループすることを防止できる。また、
図５の右側の補強板１３１にはその中間位置にフック状をなす係合爪１３１ａが設けられ
ており、この係合爪１３１aは、前面枠セット１４を閉じた状態で内枠１２の孔部１２ａ
（図３参照）に係合されるように構成されている。この構成により、上皿１９を含む形態
で前面枠セット１４が構成され、その上下の軸支位置が延長されたとしても、中間位置に
おける前面枠セット１４の浮き上がりが防止できる。それ故、前面枠セット１４を浮かし
ての不正行為等が抑制されるようになっている。
【００５９】
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　また、下側の補強板１３４には、前記発射レール６１（図３参照）に対向する位置に樹
脂製のレール側壁部材１３６が設けられている。このレール側壁部材１３６は、前面枠セ
ット１４を閉じた際に発射レール６１の側壁となる。故に、発射レール６１から遊技球が
こぼれ落ちないようになっている。
【００６０】
　上述した補強板１３１～１３４はガラス支持用の金枠としての機能も兼ね備えており、
これら補強板１３１～１３４の一部が後方に折り返されてガラス保持溝が形成されている
。このガラス保持溝は前後に２列形成されており、矩形状をなす前後一対のガラス１３７
が各ガラス保持溝にて保持される。これにより、２枚のガラス１３７が前後に所定間隔を
隔てて取着されるようになっている。
【００６１】
　また、前面枠セット１４の図５の右端部（パチンコ機１０正面から見ると左端部）には
、内枠１２の支持機構として、支持金具１５１，１５２が取り付けられている。従って、
内枠１２側の支持金具８１，８２（図３参照）に対して前面枠セット１４側の支持金具１
５１，１５２を組み付けることで、内枠１２に対して前面枠セット１４が開閉可能に装着
されるようになる。
【００６２】
（パチンコ機の背面構成）
　次に、パチンコ機１０の背面の構成を詳しく説明する。図６はパチンコ機１０の背面図
であり、図７はパチンコ機１０の背面構成を主要部品毎に分解して示す分解斜視図である
。先ず、パチンコ機１０の背面構成について全体の概要を説明する。パチンコ機１０には
その背面（実際には内枠１２および遊技盤３０の背面）において、各種制御基板が上下左
右に並べられるようにしてまたは前後に重ねられるようにして配置されており、さらに、
遊技球を供給するための遊技球供給装置（払出機構）や樹脂製の保護カバー等が取り付け
られている。本実施形態では、各種制御基板を２つの取付台に分けて搭載して２つの制御
基板ユニットを構成し、それら制御基板ユニットを個別に内枠１２または遊技盤３０の裏
面に装着するようにしている。この場合、主制御基板と音声ランプ制御基板とを一方の取
付台に搭載してユニット化すると共に、払出制御基板、発射制御基板および電源基板を他
方の取付台に搭載してユニット化している。ここでは便宜上、前者のユニットを「第１制
御基板ユニット２０１」と称し、後者のユニットを「第２制御基板ユニット２０２」と称
することとする。
【００６３】
　また、払出機構および保護カバーも１ユニットとして一体化されており、一般に樹脂部
分を裏パックと称することもあるため、ここではそのユニットを「裏パックユニット２０
３」と称する。各ユニット２０１～２０３の詳細な構成については後述する。
【００６４】
　第１制御基板ユニット２０１、第２制御基板ユニット２０２および裏パックユニット２
０３は、ユニット単位で何ら工具等を用いずに着脱できるよう構成されており、さらにこ
れに加え、一部に支軸部を設けて内枠１２または遊技盤３０の裏面に対して開閉できる構
成となっている。これは、各ユニット２０１～２０３やその他構成が前後に重ねて配置さ
れても、隠れた構成等を容易に確認することを可能とするための工夫でもある。
【００６５】
　一方、図８は、内枠１２に遊技盤３０を組み付けた状態でその構成を示す背面図であり
、図９は内枠１２を後方より見た斜視図である。ここでは図８および図９を用いて内枠１
２および遊技盤３０の裏面構成を説明する。
【００６６】
　遊技盤３０は、樹脂ベース２０に囲まれた四角枠状の設置領域に設置され、内枠１２に
設けられた複数（本実施形態では４カ所）の係止固定具２１１，２１２によって脱落しな
いように固定されている。係止固定具２１１，２１２は手動で回動でき、固定位置（ロッ
ク位置）と固定解除位置（アンロック位置）とを切り換えることができるよう構成されて
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おり、図８にはロック状態を示す。遊技盤３０の左右３ヵ所の係止固定具２１１は金属片
を折り曲げ形成したＬ型の金具であり、遊技盤３０の固定状態で内枠外方へ張り出さない
よう構成されている。なお、遊技盤３０の下部１カ所の係止固定具２１２は樹脂製のＩ型
の留め具である。
【００６７】
　遊技盤３０の中央には電動役物ユニット６０３が配置されている一方、電動役物ユニッ
ト６０３の下側には第１始動口６０１および第２始動口６０２を備えた補助ユニット６０
８が配置されている。遊技盤３０の裏面には、電動役物ユニット６０３、補助ユニット６
０８、および、装飾部材６３０を取り囲むようにして、遊技球回収機構を備えた裏枠セッ
ト（図示せず）が取り付けられている。また、遊技盤３０の下方には、内枠１２に樹脂製
（例えばポリカーボネート樹脂製）の排出通路盤２１７が取り付けられており、該排出通
路盤２１７には、排出球をパチンコ機１０外部へ案内するための排出通路２１８が形成さ
れている。従って、一般入賞口６００等に入賞した遊技球は何れも前記裏枠セットの回収
通路を介して集合し、さらに排出通路盤２１７の排出通路２１８を介してパチンコ機１０
外部に排出される。なお、アウト口３６（図３参照）も同様に排出通路２１８に通じてお
り、何れの入賞口にも入賞しなかった遊技球も排出通路２１８を介してパチンコ機１０外
部に排出される。
【００６８】
　なお、排出通路盤２１７は、パチンコ機前面の上皿１９の丁度裏側辺りに設けられてお
り、上皿１９に至る球排出口（図２の球通路樋６９）より針金等を差し込み、さらにその
針金等を内枠１２と排出通路盤２１７との隙間を通じて遊技領域側に侵入させるといった
不正行為が考えられる。そこで本パチンコ機１０では、排出通路盤２１７の上皿１９の丁
度裏側辺りに、内枠１２にほぼ一体的に重なり合うようにしてパチンコ機前方に延びるプ
レート２１９が設けられている。従って、内枠１２と排出通路盤２１７との隙間から針金
等を侵入させようとしてもそれがプレート２１９にて阻害され、遊技領域にまで針金等を
侵入させることが非常に困難となるので、不正行為を防止することができる。なお、図９
において符号２２８は打球槌等を備えるセットハンドルであり、符号２２９は発射モータ
である。
【００６９】
　また、内枠１２の裏面には、第２制御基板ユニット２０２や裏パックユニット２０３を
取り付けるための取付機構が設けられている。具体的には、内枠１２にはその右端部に長
尺状の支持金具２３５が取り付けられており、その構成を図１０に示す。図１０に示すよ
うに、支持金具２３５は長尺板状の金具本体２３６を有し、その金具本体２３６より起立
させるようにして、下方２カ所に第２制御基板ユニット用の支持孔部２３７が形成される
と共に、上方２ヵ所に裏パックユニット用の支持孔部２３８が形成されている。それら支
持孔部２３７，２３８にはそれぞれ同軸の支持孔が形成されている。
【００７０】
　その他、第２制御基板ユニット用の取付機構として、内枠１２には、遊技盤設置領域よ
りも下方左端部に上下一対の被締結孔（ナイラッチ孔）２３９が設けられている。また、
裏パックユニット用の取付機構として、内枠１２には、遊技盤設置領域の左端部に上下一
対の被締結孔（ナイラッチ孔）２４０が設けられている。但し、第２制御基板ユニット用
の支持金具と裏パックユニット用の支持金具とを各々個別の部材で設けることも可能であ
る。符号２４１，２４２，２４３は、遊技盤３０との間に裏パックユニット２０３を挾み
込んで支持するための回動式の固定具である。
【００７１】
　その他、内枠１２の背面構成において、遊技盤３０の右下部には、後述する払出機構部
３５２より払い出される遊技球を上皿１９、下皿１５、または排出通路２１８の何れかに
振り分けるための遊技球分配部２４５が設けられている。すなわち、遊技球分配部２４５
の開口部２４５ａは上皿１９に通じ、開口部２４５ｂは下皿１５に通じ、開口部２４５ｃ
は排出通路２１８に通じる構成となっている。図８に示すように、遊技球分配部２４５は
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、その上方位置に位置する後述の払出機構部３５２（図１８参照）とは別体としている。
図８に示すように、遊技球分配部２４５は、内枠１２にネジで締結固定されており、パチ
ンコ機１０の上皿１９の排出口６７（図３参照）から異物を挿入操作するなどしても動か
ない、つまり遊技球分配部２４５が奥側に押されて遊技球分配部２４５と内枠１２との間
に隙間が空くようなことが無いし、この隙間に異物を押入するなどによる不正を防止でき
る。
【００７２】
　また、内枠１２の下端部には、下皿１５に設置されたスピーカの背後を囲むための樹脂
製のスピーカボックス２４６が取り付けられており、このスピーカボックス２４６により
低音域の音質改善が図られている。
【００７３】
　次に、第１制御基板ユニット２０１を、図１１～図１４を用いて説明する。図１１は第
１制御基板ユニット２０１の正面図、図１２は同ユニット２０１の斜視図、図１３は同ユ
ニット２０１の分解斜視図、図１４は同ユニット２０１を裏面から見た分解斜視図である
。
【００７４】
　第１制御基板ユニット２０１は略Ｌ字状をなす取付台２５１を有し、この取付台２５１
に主制御装置２６１と音声ランプ制御装置２６２とが搭載されている。ここで、主制御装
置２６１は、主たる制御を司るＣＰＵ、遊技プログラムを記憶したＲＯＭ、遊技の進行に
応じた必要なデータを記憶するＲＡＭ、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に
用いられる乱数発生器、時間計数や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生
回路等を含む主制御基板を具備しており、この主制御基板が透明樹脂材料等よりなる基板
ケース２６３に収容された構成とされる。
【００７５】
　また、音声ランプ制御装置２６２は、例えば主制御装置２６１（主制御基板）または図
示しない表示制御装置からの指示に従い音声やランプ表示の制御を司るＣＰＵや、その他
ＲＯＭ、ＲＡＭ、各種ポート等を含む音声ランプ制御基板を具備しており、この音声ラン
プ制御基板が透明樹脂材料等よりなる基板ケース２６５に収容されて構成されている。音
声ランプ制御装置２６２上には電源中継基板２６６が搭載されており、後述する電源基板
より供給される電源がこの電源中継基板２６６を介して前記表示制御装置および音声ラン
プ制御装置２６２に出力されるようになっている。
【００７６】
　取付台２５１は、有色（例えば緑、青等）の樹脂材料（例えばポリカーボネート樹脂製
）にて成形され、その表面に平坦状をなす２つの基板搭載面２５２，２５３が設けられて
いる。これら基板搭載面２５２，２５３は直交する向きに延び、前後方向に段差をもって
形成されている。但し、取付台２５１は無色透明または半透明の樹脂成型品であっても良
い。
【００７７】
　そして、一方の基板搭載面２５２上に主制御装置２６１（主制御基板）が横長の向きに
配置されると共に、他方の基板搭載面２５３上に音声ランプ制御装置２６２（音声ランプ
制御基板）が縦長の向きに配置されるようになっている。特に、主制御装置２６１は、パ
チンコ機１０裏面から見て手前側に配置され、音声ランプ制御装置２６２はその奥側に配
置される。この場合、基板搭載面２５２，２５３が前後方向に段差をもって形成されてい
るため、これら基板搭載面２５２，２５３に主制御装置２６１および音声ランプ制御装置
２６２を搭載した状態において各制御装置２６１，２６２はその一部を前後に重ねて配置
されるようになる。つまり、図１２等にも見られるように、主制御装置２６１はその一部
（本実施の形態では１／３程度）が浮いた状態で配置されるようになる。故に、主制御装
置２６１に重なる領域まで音声ランプ制御装置２６２を拡張することが可能となり、当該
制御基板の大型化にも良好に対処できる。また、各制御装置が効率良く設置できるように
なる。また、第１制御基板ユニット２０１を遊技盤３０に装着した状態では、基板搭載面
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２５２の後方にスペースが確保され、電動役物ユニット６０３やその電気配線等が無理な
く設置できるようになっている。
【００７８】
　図１３および図１４に示すように、主制御基板用の基板搭載面２５２には、左右２ヵ所
に横長形状の貫通孔２５４が形成されている。これに対応して、主制御装置２６１の基板
ケース２６３には、その裏面の左右２ヵ所に回動式の固定具２６７が設けられている。主
制御装置２６１を基板搭載面２５２に搭載する際には、基板搭載面２５２の貫通孔２５４
に固定具２６７が通され、その状態で固定具２６７が回動されて主制御装置２６１がロッ
クされる。従って、上述の通り主制御装置２６１はその一部が浮いた状態で配置されると
しても、当該主制御装置２６１の脱落等の不都合が回避できる。また、主制御装置２６１
は、裏パックユニット２０３の軸線を軸心として開き、第１制御基板ユニット２０１を軸
線を軸心として開いた後に、この第１制御基板ユニット２０１（基板搭載面２５２）の裏
面側から固定具２６７をロック解除しなければ、取り外しできないため、基板取り外し等
の不正行為に対して抑止効果が期待できる。主制御基板用の基板搭載面２５２にはその裏
面に格子状のリブ２５５が設けられている。
【００７９】
　取付台２５１には、図１２等の左端面に上下一対の支軸２５６が設けられており、この
支軸２５６を図８等に示す支持金具２３１に取り付けることで、第１制御基板ユニット２
０１が遊技盤３０に対して開閉可能に支持される。また、取付台２５１には、右端部に締
結具として上下一対のナイラッチ２５７が設けられると共に上端部に長孔２５８が設けら
れており、ナイラッチ２５７を図８等に示す被締結孔２３２にはめ込むこと等により、第
１制御基板ユニット２０１が遊技盤３０に固定されるようになる。
【００８０】
　次に、第２制御基板ユニット２０２を、図１５～図１７を用いて説明する。図１５は第
２制御基板ユニット２０２の正面図、図１６は同ユニット２０２の斜視図、図１７は同ユ
ニット２０２の分解斜視図である。但し、図１６では便宜上、カードユニット接続基板３
１４が取付台３０１から取り外された状態を示している。
【００８１】
　第２制御基板ユニット２０２は横長形状をなす取付台３０１を有し、この取付台３０１
に払出制御装置３１１、発射制御装置３１２、電源制御装置３１３およびカードユニット
接続基板３１４が搭載されている。払出制御装置３１１、発射制御装置３１２および電源
制御装置３１３は周知の通り制御の中枢をなすＣＰＵや、その他ＲＯＭ、ＲＡＭ、各種ポ
ート等を含む制御基板を具備しており、払出制御装置３１１により、賞品球や貸出球の払
出が制御される。また、発射制御装置３１２により、遊技者による遊技球発射ハンドル１
８の操作に従い発射モータ２２９の制御が行われ、電源制御装置３１３により、各種制御
装置等で要する所定の電源電圧が生成され出力される。カードユニット接続基板３１４は
、パチンコ機前面の貸球操作部１２０（図１参照）および図示しないカードユニットに電
気的に接続され、遊技者による球貸し操作の指令を取り込んでそれを払出制御装置３１１
に出力するものである。なお、カードユニットを介さずに球貸し装置等から上皿１９に遊
技球が直接貸し出される現金機では、カードユニット接続基板３１４は不要である。
【００８２】
　上記払出制御装置３１１、発射制御装置３１２、電源制御装置３１３およびカードユニ
ット接続基板３１４は、透明樹脂材料等よりなる基板ケース３１５，３１６，３１７，３
１８にそれぞれ収容された構成とされる。
【００８３】
　払出制御装置３１１には状態復帰スイッチ３２１が設けられている。例えば、払出モー
タ部の球詰まり等、払出エラーの発生時において状態復帰スイッチ３２１が押下されると
、払出モータが正逆回転され、球詰まりの解消（正常状態への復帰）が図られるようにな
っている。
　また、電源制御装置３１３にはＲＡＭ消去スイッチ３２３が設けられている。
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【００８４】
　取付台３０１は例えば無色透明な樹脂成型品よりなり、その表面に平坦状をなす基板搭
載面３０２が設けられている。この場合、発射制御装置３１２、電源制御装置３１３およ
びカードユニット接続基板３１４は取付台３０１の基板搭載面３０２に横並びの状態で直
接搭載され、電源制御装置３１３の基板ケース３１７上に払出制御装置３１１が搭載され
ている。
【００８５】
　また、取付台３０１には、図１５等の右端部に上下一対の支軸３０５が設けられており
、この支軸３０５を図９等に示す支持孔部２３７に上方から挿通させることで、第２制御
基板ユニット２０２が内枠１２に対して開閉可能に支持される。また、取付台３０１には
、左端部に締結具として上下一対のナイラッチ３０６が設けられており、ナイラッチ３０
６を図９等に示す被締結孔２３９にはめ込むことで、第２制御基板ユニット２０２が内枠
１２に開閉不能に固定されるようになる。
【００８６】
　次に、裏パックユニット２０３の構成を説明する。裏パックユニット２０３は、樹脂成
形された裏パック３５１と遊技球の払出機構部３５２とを一体化したものであり、裏パッ
クユニット２０３の正面図を図１８に示し、分解斜視図を図１９に示す。
【００８７】
　裏パック３５１は例えばＡＢＳ樹脂により一体成型されており、略平坦状のベース部３
５３と、パチンコ機後方に突出し横長の略直方体形状をなす保護カバー部３５４とを有す
る。保護カバー部３５４は左右側面および上面が閉鎖されかつ下面のみが開放された形状
をなし、少なくとも電動役物ユニット（センター役物）６０３を囲むのに十分な大きさを
有する（但し、本実施形態では、前述の音声ランプ制御装置２６２も合わせて囲む構成と
なっている）。保護カバー部３５４の背面には多数の通気孔３５４ａが設けられている。
この通気孔３５４ａは各々が長孔状をなし、それぞれの通気孔３５４ａが比較的近い位置
で隣り合うよう設けられている。従って、隣り合う通気孔３５４ａ間にある樹脂部分を切
断することにより、裏パック３５１の背面を容易に開口させることができる。つまり、通
気孔３５４ａ間の樹脂部分を切断してその内部の前記表示制御装置等を露出させることで
、所定の検定等を容易に実施することができる。
【００８８】
　また、ベース部３５３には、保護カバー部３５４を迂回するようにして払出機構部３５
２が配設されている。すなわち、裏パック３５１の最上部には上方に開口したタンク３５
５が設けられており、このタンク３５５には遊技ホールの島設備から供給される遊技球が
逐次補給される。タンク３５５の下方には、例えば横方向２列（２条）の球通路を有し下
流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール３５６が連結され、さらにタンクレール３５
６の下流側には縦向きにケースレール３５７が連結されている。払出装置３５８はケース
レール３５７の最下流部に設けられ、払出モータ等の所定の電気的構成により必要個数の
遊技球の払出が適宜行われる。そして、払出装置３５８より払い出された遊技球は図１９
に示す払出通路３５９等を通じて上皿１９に供給される。
【００８９】
　タンクレール３５６と、当該タンクレール３５６に振動を付加するためのバイブレータ
３６０とが一体化となるようにユニット化されている。つまり、バイブレータ３６０が例
えば２本のネジでタンクレール３５６に締結されて取り付けられるようになっている。さ
らに、バイブレータ３６０は、タンクレール３５６に面接触するのではなく、当該２本の
ネジの部分で接触するようになっており、バイブレータ３６０による振動がより効果的に
タンクレール３５６に伝わるようになっている。従って、仮にタンクレール３５６付近で
球詰まりが生じた際、バイブレータ３６０が駆動されることで球詰まりが解消されるよう
になっている。
【００９０】
　払出機構部３５２には、払出制御装置３１１から払出装置３５８への払出指令の信号を
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中継する払出中継基板３８１が設置されると共に、外部より主電源を取り込むための電源
スイッチ基板３８２が設置されている。電源スイッチ基板３８２には、電圧変換器を介し
て例えば交流２４Ｖの主電源が供給され、電源スイッチ３８２ａの切替操作により電源Ｏ
Ｎまたは電源ＯＦＦとされるようになっている。
【００９１】
　タンク３５５から払出通路３５９に至るまでの払出機構部３５２は何れも導電性を有す
る樹脂材料（例えば導電性ポリカーボネート樹脂）にて成形され、その一部にてアースさ
れている。これにより、遊技球の帯電によるノイズの発生が抑制されるようになっている
。
【００９２】
　また、裏パック３５１には、図１８等の右端部に上下一対の支軸３８５が設けられてお
り、この支軸３８５を図８等に示す支持孔部２３８に上方から挿通させることで、裏パッ
クユニット２０３が内枠１２に対して開閉可能に支持される。また、裏パック３５１には
、左端部に締結具として上下一対のナイラッチ３８６が設けられると共に、上端部に係止
孔３８７が設けられており、ナイラッチ３８６を図８等に示す被締結孔２４０にはめ込む
と共に、係止孔３８７に図８等に示す固定具２４２を係止させることで、裏パックユニッ
ト２０３が内枠１２に開閉不能に固定されるようになる。このとき、図８等に示す固定具
２４１，２４３によっても裏パックユニット２０３が内枠１２に固定される。
【００９３】
　なお、図６，図１８に示すように、内枠１２の右上側には、内枠１２が外枠１１に対し
て開かれたことを検出する内枠開検出スイッチ３８８が設けられている。内枠１２が開か
れると、内枠開検出スイッチ３８８からホール内（パチンコ店内）用コンピュータヘ出力
されるようになっている。
【００９４】
　なお、図８に示すように、裏パックユニット２０３は、被締結孔２４０およびナイラッ
チ３８６と、固定具２４１とによって、内枠１２の裏面に着脱自在に取り付けられている
。このように固定具２４１も用いているので、タンク３５５に供給される遊技球の重みで
裏パックユニット２０３が内枠１２から外れてしまうことを防止している。
【００９５】
　以上、パチンコ機の正面側及び背面側の構成につき説明したが、次に、本発明に関する
最も重要な部分、即ち基板ケース２６３について詳述する。なお、本発明は主制御装置２
６１の基板ケース２６３のみならず、副制御装置（例えば前記表示制御装置、音声ランプ
制御装置２６２、払出制御装置３１１、発射制御装置３１２、電源制御装置３１３など）
の基板ケース３１５～３１８（例えば図１５～１７に示す封止機構３１９）にも適用でき
るが、説明が重複するので、便宜上、以下の実施形態では主制御装置２６１の基板ケース
２６３（図１１乃至図１３に示す封止機構２６４）に適用した場合についてのみ説明する
。
【００９６】
　図２０は基板ケース２６３の概略分解斜視図である。基板ケース２６３は、図２０に示
すように、一対のケース構成体（第１、第２ケース）４００，５００からなる。ここでは
、一方のケース構成体４００を基板ボックスと称し、他方のケース構成体５００をボック
スカバーと称する。
【００９７】
　基板ボックス４００もボックスカバー５００（第１、第２ケース）もともに、透明樹脂
からなるケース本体部４１０，５１０と、有色樹脂、ここでは、青色樹脂（その他、黒色
、白色、赤色、青色、黄色など）からなる封止ユニット４２０，５２０とを別体に構成し
てある。各封止ユニット４２０，５２０は、複数、ここでは５個の封止部４２１，４２１
，…（第１、又は第２封止部），５２１，５２１，…（第１、又は第２封止部）を連結し
たものであって、それぞれケース本体部４１０，５１０の一側面に嵌着される。
【００９８】
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　ボックス側ケース本体部４１０及びカバー側ケース本体部５１０は、互いに組み付ける
ことで図示しない制御基板を収容するための収容空間を形成する。この実施形態では、ボ
ックス側ケース本体部４１０の両側縁部に凹溝部４１１，４１１を設ける一方、カバー側
ケース本体部５１０の両側縁部に突条５１１，５１１を設けてある。そして、凹溝部４１
１，４１１に突条５１１，５１１をスライド嵌合させて、ボックス側ケース本体部４１０
とカバー側ケース本体部５１０を組み付ける構成としている。
【００９９】
　このように、一対のケース構成体４００，５００が、それぞれケース本体部４１０，５
１０と前記封止部４２１，５２１（第１、又は第２封止部）とから構成されているのであ
る。従って、何れのケース構成体４００，５００も、その封止部４２１，５２１（第１、
又は第２封止部）をケース本体部４１０，５１０と別体構成とすることで、両ケース構成
体４００，５００の何れか一方又は両方の封止部４２１，５２１の構成が複雑なものであ
ったとしても、別体構成される封止部４２１，５２１（第１、又は第２封止部）を汎用性
のあるものとして、サイズの異なる種々の機種の基板ケース２６３のシンプルな構成とし
たケース本体部４１０，５１０に適用できて、基板ケース２６３の製作コストを大幅に低
減できるのである。
【０１００】
　図２１はボックス側ケース本体部４１０の内側から見た要部拡大斜視図で、図２２はカ
バー側ケース本体部５１０の内側から見た要部拡大斜視図である。図２１に示すように、
ボックス側ケース本体部４１０は、その一側面、詳しくは、凹溝部４１１を設けた両側縁
部の相互間の一側面であって上記スライド嵌合の終端側の面の両端部には、ボックス側封
止ユニット４２０を嵌着するための一対の嵌合部４１２，４１２を設けてある。
【０１０１】
　同様に、図２２に示すように、カバー側ケース本体部５１０の突条５１１を設けた両側
縁部の相互間の一側面であって上記スライド嵌合の始端側の面の両端部には、カバー側封
止ユニット５２０（第１連結部材又は第２連結部材）を嵌着するための一対の嵌合部５１
２，５１２を設けてある。それぞれの嵌合部４１２，５１２は、互いに対向する側と、各
ケース本体部４１０，５１０の開口側（内面側）とを開口させた溝状、つまり矩形状の隣
接する二辺を開口させた溝状とされる。
【０１０２】
　前記両ケース構成体４００，５００のケース本体部４１０，５１０と封止部４２１，５
２１との嵌合方向と、両封止部４２１，５２１（第１、又は第２封止部）の連結方向とが
並行で且つ逆向きに構成され、両封止部４２１，５２１の連結において、前記ケース本体
部４１０，５１０に対して封止部４２１，５２１（第１、又は第２封止部）が嵌合離脱の
方向に変位可能に構成されている。
【０１０３】
　このように、前記ケース本体部４１０，５１０と封止部４２１，５２１（第１、又は第
２封止部）とが一体成形されていて、それぞれに製作誤差等があって、ケース本体部４１
０，５１０同士の突合せと封止部４２１，５２１同士の突合せとが面一とならなかった場
合（通常ではケース本体部４１０，５１０同士がピッタリと突き合わされ、封止部４２１
，５２１同士の間に隙間が形成される虞がある）には、両ケース構成体４００，５００の
両封止部４２１，５２１同士が封止用ピン７００で連結される際に互いに引き付けられる
と、ケース本体部４１０，５１０と封止部４２１，５２１との間に撓みが生じる虞がある
が、本発明のように構成することで、嵌合状態は維持しながら、前記封止部４２１，５２
１がケース本体部４１０，５１０から僅かに変位（スライド）して逃げ、撓み発生を回避
させることができ、封止完了時に封止部４２１，５２１及びケース本体部４１０，５１０
に歪みを残す事がない。この際、同時に、両封止部４２１，５２１同士の突合せを面一と
して密着連結することが可能になり、封止部４２１，５２１同士の連結を強固に行い得る
。
【０１０４】
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　各嵌合部４１２，５１２の内側には、それぞれポケット部４１３，５１３を設けてある
。各ポケット部４１３，５１３は、ケース本体部４１０，５１０の幅方向ほぼ全域に渡っ
て形成され、各ケース本体部４１０，５１０と同じ側に開口した溝状とされる。各ポケッ
ト部４１３，５１３の外側壁部には、一対の舌片４１４，４１４，５１４，５１４と一対
の凸部４１５，４１５，５１５，５１５を設けてある。
【０１０５】
　前記各舌片４１４，５１４は、ポケット部４１３，５１３の外側壁部４１３Ａ，５１３
Ａを切欠いて構成され、ケース本体部４１０，５１０の底面側から開口側に向かって延在
している。各舌片４１４，５１４の先端部外側面には、先端側に向かって先細りとなった
断面テーパー状の爪部４１６，５１６を設けてある。尚、ポケット部４１３，５１３の内
側壁部４１３Ｂ，５１３Ｂは、ケース本体部４１０，５１０の側壁を兼ねている。
【０１０６】
　このように、前記嵌合部４１２，５１２よりも内側にポケット部４１３，５１３を設け
、前記舌片４１４，５１４が、該ポケット部４１３，５１３の外側壁部４１３Ａ，５１３
Ａを切欠いて構成されているので、前記舌片４１４，５１４を設けるに際し、ポケット部
４１３，５１３を構成する外側壁部４１３Ａ，５１３Ａの一部を利用して舌片４１４，５
１４を形成することで、別途舌片４１４，５１４を形成する必要がなく、部材の兼用によ
って係止機能を備えることが出来るのである。
【０１０７】
　前記各凸部４１５，５１５は、各舌片４１４，５１４の幅方向外側に位置するポケット
部４１３，５１３の外側壁部４１３Ａ，５１３Ａの一部をケース本体部４１０，５１０の
開口側へ突出させた構成とされる。この実施形態では、舌片４１４，５１４を構成する切
欠きに隣接した外側部分を略矩形状に突出させて凸部４１５，５１５を形成してある。
【０１０８】
　次に、図２３乃至図２６を参照してボックス側封止ユニット４２０カバー側封止ユニッ
ト５２０（第１連結部材又は第２連結部材）の構成について説明する。図２３はボックス
側封止ユニット４２０（第１連結部材又は第２連結部材）の拡大斜視図で、図２４はボッ
クス側封止ユニット４２０（第１連結部材又は第２連結部材）の背面図（ボックス側ケー
ス本体部４１０側から見た図）で、図２５はカバー側封止ユニット５２０（第１連結部材
又は第２連結部材）の拡大斜視図で、図２６はボックス側封止ユニット４２０（第１連結
部材又は第２連結部材）とカバー側封止ユニット５２０（第１連結部材又は第２連結部材
）とを突き合わせた状態を示す斜視図である。
【０１０９】
　ボックス側封止ユニット４２０（第１連結部材又は第２連結部材）とカバー側封止ユニ
ット５２０（第１連結部材又は第２連結部材）はともに５個の封止部４２１，４２１，…
（第１、又は第２封止部），５２１，５２１，…（第１、又は第２封止部）を連結したも
のである。各封止部４２１，５２１（第１、又は第２封止部）は、封止用ピン７００（図
２６参照）にて封止連結される。
【０１１０】
　ボックス側封止ユニット４２０（第１連結部材又は第２連結部材）は、５個のボックス
側封止部４２１，４２１，…を連結部４２２にて連結してある。各ボックス側封止部４２
１は、図２３，２４に示すように、ケース本体部４１０側を開口させた箱状とされ、カバ
ー側封止部５２１（第１連結部材又は第２連結部材）との突合せ側の面に封止用ピン７０
０を挿し通すための挿通孔４２１ａを設けた構成とされる。連結部４２２は断面視略Ｅ形
状となっている。つまり、この連結部４２２は、ケース本体部４１０側の端部と、その反
対側（外側）の端部と、それらの中間部とに、カバー側封止部５２１との突合せ方向のほ
ぼ全域に渡って壁状に形成されると共に、カバー側封止部５２１との突合せ側とは反対側
を底状に閉塞するように形成され、ボックス側封止部４２１，４２１同士を強固に連結し
ている。
【０１１１】
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　また、ボックス側封止ユニット４２０（第１連結部材又は第２連結部材）の両端部には
、嵌合部４１２に嵌着させるための嵌合片４２４，４２４を設けてある。各嵌合片４２４
は、矩形状の隣接する二辺を開口させた溝状の嵌合部４１２に嵌合する矩形板状とされる
。
【０１１２】
　一方、ボックス側封止ユニット４２０のケース本体部４１０側の面を構成する連結部４
２２であって、両端とその内側のボックス側封止部４２１（第１連結部材又は第２連結部
材）の相互間の連結部４２２には、図２４に示すように、爪部４１６，４１６を係止させ
るための第１のスリット４２５，４２５を設けてある。
【０１１３】
　また、ボックス側封止ユニット４２０は、カバー側封止ユニット５２０との突合せ側で
かつボックス側ケース本体部４１０側の部位に、舌片４１４，４１４（図２１参照）の先
端部を覆うようにフランジ４２６を設けてある。フランジ４２６には、凸部４１５，４１
５（図２１参照）を挿入するための第２のスリット４２７，４２７を設けてある。第２の
スリット４２７，４２７は、両端のボックス側封止部４２１，４２１と対応する位置に配
設されている。
【０１１４】
　カバー側封止ユニット５２０（第１連結部材又は第２連結部材）は、図２６に示すよう
に、５個のカバー側封止部５２１，５２１，…を第１の連結部５２２ａにて互い連結する
と共に、各カバー側封止部５２１，５２１，…を第２の連結部５２２ｂにて板状部５２３
と連結してある。
【０１１５】
　各カバー側封止部５２１は、ケース本体部５１０の底面側に相当する側を開口させた略
有底角筒状とされ、図２５に示すように、ケース本体部５１０の開口側に相当する底部に
封止用ピン７００を挿し通すための挿通孔５２１ａを形成した構成とされる。挿通孔５２
１ａは対向する一対の円弧形状とされ、その両側には切欠きを設けて軽量化及び材料費の
抑制を図っている。また、カバー側封止部５２１は、図２６に示すように、対向する一対
の側壁に切欠きを設けて一対の舌片５２１ｂ，５２１ｂを形成してある。各舌片５２１ｂ
の内面側には、封止用ピン７００を仮留めするための保持部５２１ｃを設けてある。保持
部５２１ｃは、各舌片５２１ｂの内面側に縦列に配設した、保持部５２１ｃの中心に向か
って先細りの断面テーパー状の爪部５２１ｃ１，５２１ｃ２からなる（詳しくは図２７参
照）。
【０１１６】
　前記一方のケース構成体である基板ボックス４００のケース本体部４１０の前記封止部
４２０（第１、又は第２封止部）を嵌着した側部に繋がる両側部に凹溝部４１１を設け、
他方のケース構成体であるボックスカバー５００のケース本体部５１０の前記封止部５２
０（第１、又は第２封止部）を嵌着した側部に繋がる両側部に突条５１１を設けて、前記
封止部４２１，５２１を嵌着した側部から対向側部の方向にスライドさせて互いに嵌合せ
しめるように構成してある。
【０１１７】
　このように、ケース本体部４１０，５１０に対する封止部４２１，５２１（第１、又は
第２封止部）の嵌合方向と、ふたつのケース構成体である基板ボックス４００とボックス
カバー５００同士の嵌合方向が、結果として直交する方向であるので、一旦基板ボックス
４００とボックスカバー５００同士の嵌合が完了すれば、対向する封止部４２１，５２１
がケース本体部４１０，５１０から脱落する虞がなくなる。このように、両者の嵌合方向
を直交する方向とする簡単な構成を採用することで、基板ボックス４００とボックスカバ
ー５００の組み付け時にすでに封止部４２１，５２１のケース本体部４１０，５１０から
の脱落を阻止することができるのである。
【０１１８】
　図２６、図２８に示すように、第１の連結部５２２ａ及び第２の連結部５２２ｂは、ボ
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ックス側封止ユニット４２０（第１連結部材又は第２連結部材）の連結部４２２に比べて
割れやすい構成となっている。すなわち、ボックス側封止ユニット４２０の連結部４２２
がカバー側封止部５２１との突合せ方向のほぼ全域に渡って壁状に形成されているのに対
し、第１の連結部５２２ａ及び第２の連結部５２２ｂは、カバー側封止部５２１の開口側
の端部のみを板状部５２３と連結するように幅の狭い薄板状に形成されている。
【０１１９】
　板状部５２３は、その両端部に嵌合部５１２に嵌着させるための嵌合片５２４，５２４
を備えている。各嵌合片５２４は、矩形状の隣接する二辺を開口させた溝状の嵌合部５１
２に嵌合する矩形板状とされる。また、板状部５２３は、両端とその内側のカバー側封止
部５２１の相互間に相当する部位に、爪部５１６，５１６を係止させるための第１のスリ
ット５２５，５２５を設けてある。さらに、板状部５２３のボックス側封止ユニット４２
０との突合せ側の端部には、舌片５１４，５１４（図２２参照）の先端部を覆うようにフ
ランジ５２６を設けてある。フランジ５２６には、凸部５１５，５１５（図２２参照）を
挿入するための第２のスリット５２７，５２７を設けてある。第２のスリット５２７，５
２７は、両端のカバー側封止部５２１，５２１と対応する位置に配設されている。
【０１２０】
　ここで、図２７を参照して封止用ピン７００について説明する。封止用ピン７００は、
展性に優れた軟性金属材料、ここではアルミ合金（その他、真鍮や銅など）からなる管状
の部材である。図２７に示すように、封止用ピン７００は、基端側から順に、カバー側封
止部５２１に係止させるフランジ７０１と、前記各挿通孔４２１ａ，５２１ａに挿し通す
円筒状の筒状部７０２と、封止用ピン７００の基端側（フランジ７０１側）から挿入した
ネジ８００を螺合させる螺合部７０３を有する。フランジ７０１は、カバー側封止部５２
１の内形に対応する略矩形状とされる。つまり、カバー側封止部５２１の内周部は、封止
用ピン７００のフランジ７０１を相対回転不能に係合させる係合部となっている。
【０１２１】
　筒状部７０２は、ボックス側封止部４２１の挿通孔４２１ａと略同径とされる。筒状部
７０２の長さは、フランジ７０１の先端側の面をカバー側封止部５２１の底壁面５２１ｄ
に接触させた状態で、筒状部７０２の一部（先端部）がボックス側封止部４２１の挿通孔
４２１ａから突出する長さとされる。螺合部７０３の内外径はともに、筒状部７０２の内
外径よりも小径に形成してある。また、封止用ピン７００の肉厚は、筒状部７０２も螺合
部７０３もほぼ同じ厚さとされる。また、封止用ピン７００の長さは、フランジ７０１を
カバー側封止部５２１の保持部５２１ｃに仮留めした状態で、螺合部７０３の先端部がカ
バー側封止部５２１の挿通孔５２１ａに届かない長さとされる。封止用ピン７００を保持
部５２１ｃに仮留めした状態で、ボックス側ケース本体部４１０とカバー側ケース本体部
５１０の相対移動を許容するためである。
【０１２２】
　次に、上記の如く構成された基板ケース２６３の組立工程及び封止工程について説明す
る。
【０１２３】
　基板ボックス４００は、ボックス側ケース本体部４１０の嵌合部４１２，４１２にボッ
クス側封止ユニット４２０（第１連結部材又は第２連結部材）の嵌合片４２４，４２４を
嵌合させていくと、ボックス側ケース本体部４１０の舌片４１４，４１４がポケット部４
１３側に弾性変形する。嵌合部４１２，４１２の奥まで嵌合片４２４，４２４を嵌合させ
ると、舌片４１４，４１４がボックス側封止ユニット４２０の第１のスリット４２５，４
２５に係止し、舌片４１４，４１４の係止を解除しない限り、嵌合部４１２，４１２から
嵌合片４２４，４２４が抜けなくなる。これにより、ボックス側ケース本体部４１０とボ
ックス側封止ユニット４２０とが連結され、基板ボックス４００が組み立てられる。
【０１２４】
　ボックスカバー５００も基板ボックス４００と同様に組み立てられる。すなわち、カバ
ー側ケース本体部５１０の舌片５１４，５１４をポケット部５１３側に弾性変形させなが
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ら、カバー側ケース本体部５１０の嵌合部５１２，５１２にカバー側封止ユニット５２０
（第１連結部材又は第２連結部材）の嵌合片５２４，５２４を嵌合させていく。嵌合部５
１２，５１２の奥まで嵌合片５２４，５２４を嵌合させると、舌片５１４，５１４がカバ
ー側封止ユニット５２０の第１のスリット５２５，５２５に係止し、舌片５１４，５１４
の係止を解除しない限り、嵌合部５１２，５１２から嵌合片５２４，５２４が抜けなくな
る。これにより、カバー側ケース本体部５１０とカバー側封止ユニット５２０とが連結さ
れ、ボックスカバー５００が組み立てられる。
【０１２５】
　なお、本実施形態では、図２８に示すように、基板ボックス４００とボックスカバー５
００の組み立てに際して、各ポケット部４１３，５１３に舌片４１４，５１４の弾性変形
を規制する樹脂４３０，５３０（例えば樹脂系の接着剤）を予め溶融状態で充填しておく
。基板ボックス４００とボックスカバー５００をそれぞれ組み立てたのち、溶融状態の前
記樹脂４３０，５３０が固化すると、舌片４１４，５１４をポケット部４１３，５１３側
へ弾性変形させることができなくなる。このように、第１のスリット４２５，５２５に対
する舌片４１４，５１４の係止を解除できなくすることで、各ケース本体部４１０，５１
０から各封止ユニット４２０，５２０を取り外せなくなる。
【０１２６】
　また、少なくとも基板ボックス４００側に使用される樹脂４３０は有色とされる。ボッ
クス側封止部４２１はゴト対策として有色樹脂で構成されているので、その外側から内部
を覗くことができない（但し、ボックス側ケース本体部４１０側からを除く。）。しかし
、ボックス側封止部４２１は成形上の都合でボックス側ケース本体部４１０側を開口させ
てあるため、ボックス側ケース本体部４１０側からその内部を覗くことができる。上記の
如く、舌片４１４の弾性変形を規制する樹脂４３０を有色とすることで、ボックス側ケー
ス本体部４１０側からもボックス側封止部４２１の内部を覗くことができなくなる。この
ように、ボックス側封止部４２１の内部を外部から完全に見えなくすることで、ゴト対策
が講じられる。
【０１２７】
　次に、図２９を参照して上記基板ケース２６３を封止する工程について説明する。図２
９（Ａ）～（Ｅ）は、上記基板ケース２６３のボックス側封止部４２１、カバー側封止部
５２１及び封止用ピン７００からなる封止機構２６４の断面図である。
【０１２８】
　図２９（Ａ）は、封止用ピン７００がカバー側封止部５２１の保持部５２１ｃに仮留め
された状態を示している。この状態から爪部５２１ｃ２，５２１ｃ２の傾斜に沿って封止
用ピン７００を押し込むと、舌片５２１ｂ，５２１ｂが徐々に拡開して、封止用ピン７０
０がカバー側封止部５２１の奥に押し込まれる。カバー側封止部５２１の内周形状を封止
用ピン７００のフランジ７０１の輪郭形状に対応させて形成してあるので、封止用ピン７
００はカバー側封止部５２１の内周面に沿って案内され、筒状部７０２がカバー側封止部
５２１及びボックス側封止部４２１の挿通孔５２１ａ，４２１ａに差し込まれる。
【０１２９】
　図２９（Ｂ）は、封止用ピン７００をカバー側封止部５２１の奥に押し込んでカバー側
封止部５２１の挿通孔５２１ａ及びボックス側封止部４２１の挿通孔４２１ａに挿し通し
た状態を示している。同図（Ｂ）の状態で、封止用ピン７００の基端側から軸力発生手段
の一部としてのネジ８００を差し込む。ネジ８００の外径は、螺合部７０３の内径よりも
若干大径とされる。このため、同図（Ｂ）のようにネジ８００を封止用ピン７００に差し
込んだだけでは、ネジ８００の先端が螺合部７０３の内周側上端位置に形成される段部に
担持されるだけの状態となる。
【０１３０】
　図２９（Ｃ）は、同図（Ｂ）の状態から封止用ピン７００の螺合部７０３にネジ８００
を、図示しないドライバーを用いてねじ込んで螺合させた状態を示している。この実施形
態では、同図（Ａ）（Ｂ）に示すように、螺合部７０３の内径面に予めねじ切り加工を施
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していない。つまり、同図（Ｃ）のように、螺合部７０３の内径よりも外径の大きいネジ
８００をねじ込むことで螺合部７０３の内面がねじ切り加工されながらネジ８００が螺進
する（図２９（Ｅ）参照）。
【０１３１】
　図２９（Ｄ）は、同図（Ｃ）の状態からさらにネジ８００をねじ込んで締め付けた状態
を示している。ネジ頭８０１（鍔部）がフランジ７０１に接触した状態でネジ８００を締
め付けると、ネジ８００の軸線方向の移動が阻止された状態で回動されるので、螺進方向
とは逆向きで、封止用ピン７００の筒状部７０２に軸方向の大きな圧縮力が付与され、封
止用ピン７００の筒状部７０２が、拡径方向に塑性変形を来たして座屈し、カシメが行わ
れる。つまり、封止用ピン７００の筒状部７０２は螺合部７０３よりも大径であるので、
軸方向の剛性が螺合部７０３よりも小さい。このため、ネジ８００の締め付けにより螺合
部７０３が基端側に引き寄せられると、筒状部７０２が圧縮されてボックス側封止部４２
１の挿通孔４２１ａから突出した部分が塑性変形を来たして拡径し、ボックス側封止部４
２１に係止させる係止部７０４が形成される。
【０１３２】
　係止部７０４が形成されたのちネジ８００は封止用ピン７００に取り付けたままでも取
り外してもどちらでも構わないが、通常は取り外す。ネジ８００を取り付けたままにして
おくと、基板ケース２６３を検査等で開封して再度他の封止部で封印を行うときに、これ
を抜いて用いれば、わざわざ別のネジを用意する必要がなく便利である。さらに、封止用
ピン７００のせん断力に対する剛性が高められるという利点もある。なお、図２９（Ｅ）
は、係止部７０４が形成されたのちネジ８００を封止用ピン７００から取り外した状態を
示している。
【０１３３】
　以上の図２１（Ａ）～（Ｅ）の工程により基板ケース２６３は封印される。封止機構２
６４による封印処理は、その封印後の不正な開封を防止し、また万一不正開封が行われて
もそのような事態を早期にかつ容易に発見可能とするものであって、一旦開封した後でも
再度開封・封印処理を行うこと自体は可能である。すなわち、複数の封止機構２６４のう
ち一つの封止機構２６４を使用することにより基板ケース２６３の封印処理が行われる。
そして、収容した主制御基板の不具合などにより基板ケース２６３を開封する場合には、
封印に供されている封止機構２６４を破壊する。
【０１３４】
　詳しくは、図３０に示すように、カバー側封止部５２１の第２の連結部５２２ｂを切断
する。そうすると、同図のように、当該カバー側封止部５２１が封止用ピン７００にてボ
ックス側封止部４２１と連結された状態であっても、ボックス側ケース本体部４１０とカ
バー側ケース本体部５１０の相対移動が可能になる。その後、再度封印処理する場合は、
封印に使用されていない他の一つの封止機構２６４に対して図２９（Ａ）～（Ｅ）に示し
た各工程を行う。破壊された封止機構２６４の個数により基板ケース２６３の開封を行っ
た旨の履歴が残され、基板ケース２６３を見ることで不正な開封が行われた旨を容易に発
見できる。
【０１３５】
　本発明を適用したパチンコ機１０は、上述の如く、ケース本体部４１０，５１０と封止
ユニット４２０，５２０とを別体に構成しているので、遊技機の機種ごとに相違する制御
基板の大きさや形状によってケース本体部４１０，５１０の設計変更を行なっても、複数
の封止部４２１，５２１を含む封止ユニット４２０，５２０の設計変更を行なう必要がな
い。かかる観点から、ケース本体部４１０，５１０の成形型のみを設計変更して封止ユニ
ット４２０，５２０の成形型はそのまま使い続けることができる。
【０１３６】
　これにより、遊技機の機種ごとに複雑な構造の封止部４２１，５２１を含む基板ケース
２６３の成形型の作製が不要で、簡単な構造のケース本体部４１０，５１０の成形型のみ
を作製すればよいから、基板ケース２６３の製造コストを抑制することができる。また、
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上記の如く、ケース本体部４１０，５１０と封止ユニット４２０，５２０との連結手段と
して嵌着構造を採用することで、ケース本体部４１０，５１０に対する封止ユニット４２
０，５２０の位置決め精度を高めることができる。
【０１３７】
　また、ケース本体部４１０，５１０に嵌合部４１２，５１２を設ける一方、封止ユニッ
ト４２０，５２０に嵌合部４１２，５１２に嵌合する嵌合片４２４，５２４を設け、嵌合
部４１２，５１２と嵌合片４２４，５２４をケース本体部４１０，５１０の開口側から嵌
め合わせてあるので、基板ボックス４００とボックスカバー５００を突き合わせた際に、
各々の封止ユニット４２０，５２０が干渉し、ケース本体部４１０，５１０から封止ユニ
ット４２０，５２０を取り外しできなくなる。
【０１３８】
　なお、上記実施形態では、ケース本体部４１０，５１０に嵌合部４１２，５１２を設け
る一方、封止ユニット４２０，５２０に嵌合部４１２，５１２に嵌合する嵌合片４２４，
５２４を設けてあるが、ケース本体部４１０，５１０に嵌合片を設け、封止ユニット４２
０，５２０に嵌合部を設けるようにしても構わない。つまり、ケース本体部４１０，５１
０及び封止ユニット４２０，５２０の一方に嵌合部を設け、かつ、他方に前記嵌合部に嵌
合する嵌合片を設け、前記嵌合部と前記嵌合片をケース本体部の開口側から嵌め合わせて
あればよい。
【０１３９】
　また、ケース本体部４１０，５１０に嵌合方向に延在する舌片４１４，５１４を設ける
と共に該舌片４１４，５１５に爪部４１６，５１６を設け、かつ、封止ユニット４２０，
５２０に爪部４１６，５１６を係止させる第１のスリット４２５，５２５を設けてあるの
で、基板ボックス４００とボックスカバー５００を突き合わせなくても、ケース本体部４
１０，５１０から封止ユニット４２０，５２０が脱落しにくくなる。なお、上記実施形態
では、ケース本体部４１０，５１０に舌片４１４，５１４及び爪部４１６，５１６を設け
る一方、封止ユニット４２０，５２０に第１のスリット４２５，５２５を設けてあるが、
ケース本体部４１０，５１０に嵌合片を設け、かつ、封止ユニット４２０，５２０に嵌合
部を設けた場合には、ケース本体部４１０，５１０に第１のスリットを設け、かつ、封止
ユニット４２０，５２０に舌片及び爪部を設けるようにしてもよい。つまり、ケース本体
部４１０，５１０及び封止ユニット４２０，５２０の一方に嵌合方向に延在する舌片を設
けると共に該舌片に爪部を設け、かつ、他方に爪部を係止させる第１のスリットを設けて
あればよい。
【０１４０】
　また、上記実施形態では、ボックス側封止ユニット４２０（第１連結部材又は第２連結
部材）の連結部４２２を断面視略Ｅ形状としてあるので、連結部４２２のボックス側ケー
ス本体部４１０側の部分に設けた第１のスリット４２５が貫通孔であっても、連結部４２
２のボックス側ケース本体部４１０側とは反対側の部分と中間の部分とが第１のスリット
４２５を遮蔽する遮蔽部となって、第１のスリット４２５に係止させた爪部４１６を外側
から視認しにくくなっている。これにより、ボックス側ケース本体部４１０とボックス側
封止ユニット４２０の連結構造を視認しにくくしてゴト対策を講じている。
【０１４１】
　また、本発明を適用したパチンコ機１０は、上述の如く、ケース本体部４１０，５１０
と封止ユニット４２０，５２０（第１連結部材又は第２連結部材）とを別体に構成してい
るので、ケース本体部４１０，５１０は内部に収納した制御基板を外部から視認できるよ
うに透明樹脂で構成する一方、封止ユニット４２０，５２０を有色樹脂で構成することが
できる。このように、封止ユニット４２０，５２０を有色樹脂で構成すれば、封止部４２
１，５２１を外部から見てもその構造を確認しにくくなり、基板ケース２６３の不正な開
封を防止することができる。
【０１４２】
　また、嵌合部４１２，５１２よりも内側にポケット部４１３，５１３を設け、ポケット
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部４１３，５１３に溶融状態の樹脂４３０，５３０を充填してから、ケース本体部４１０
，５１０と封止ユニット４２０，５２０（第１連結部材又は第２連結部材）を連結させる
ようにしてあるので、溶融状態の樹脂４３０，５３０が固化すると、舌片４１４，５１４
の弾性変形が規制され、ケース本体部４１０，５１０から封止ユニット４２０，５２０を
取り外せなくなる。しかも、舌片４１４の弾性変形を規制する樹脂４３０を有色とするこ
とで、ボックス側封止部４２１がボックス側ケース本体部４１０側を開口させた箱状とさ
れていても、当該開口部を樹脂４３０にて遮蔽することができ、ボックス側ケース本体部
４１０側からもボックス側封止部４２１の内部を見えなくすることができる。
【０１４３】
　また、封止ユニット４２０，５２０（第１連結部材又は第２連結部材）に舌片４１４，
５１４の先端側を覆うフランジ４２６，５２６を設けることで、舌片４１４，５１４及び
該舌片４１４，５１４に設けた爪部４１６，５１６を視認しにくくなる。つまり、ケース
本体部４１０，５１０のポケット部４１３，５１３の開口部を閉塞する如く封止ユニット
４２０，５２０にフランジ４２６，５２６を設けることで、基板ボックス４００とボック
スカバー５００を分離した状態でも舌片４１４，５１４及び爪部４１６，５１６の存在を
確認しにくくなる。
【０１４４】
　なお、上記実施形態では、封止ユニット４２０，５２０（第１連結部材又は第２連結部
材）にフランジ４２６，５２６を設けてあるが、ケース本体部４１０，５１０に嵌合片を
設け、かつ、封止ユニット４２０，５２０に嵌合部を設けた場合には、ケース本体部４１
０，５１０にフランジを設けるようにしてもよい。つまり、ケース本体部４１０，５１０
及び封止ユニット４２０，５２０の他方に、一方に設けた舌片の先端側を覆うフランジを
設けてあればよい。
【０１４５】
　また、上記のフランジ４２６，５２６に第２のスリット４２７，５２７を設け、かつ、
ケース本体部４１０，５１０に第２のスリット４２７，５２７に挿入される凸部４１５，
５１５を設けてあるので、嵌合部４１２，５１２と嵌合片４２４，５２４の嵌合を補強す
ることができる。
【０１４６】
　また、上記実施形態では、ボックス側封止ユニット４２０（第１連結部材又は第２連結
部材）の第１のスリット４２５と、カバー側封止ユニット５２０（第１連結部材又は第２
連結部材）の第１のスリット５２５とを線対称で、即ち、両ケース構成体４００，５００
の合わせ面、具体的には、ボックス側ケース本体部４１０とカバー側ケース本体部５１０
との合わせ面を線としての線対称で配置し、かつ、ボックス側封止ユニット４２０の第２
のスリット４２７と、カバー側封止ユニット５２０の第２のスリット５２７とを互いに連
通するように設けてある。換言すれば、ボックス側ケース本体部４１０の舌片４１４及び
凸部４１５と、カバー側ケース本体部５１０の舌片５１４及び凸部５１５とが対向配置さ
れる。これにより、各ケース本体部４１０，５１０と封止ユニット４２０，５２０の連結
強度が均一化される。
【０１４７】
　以上、本発明の一実施形態につき説明したが、本発明は上記実施形態に限定されること
なくその要旨を逸脱しない範囲内で種々の変形が可能である。例えば、上記実施形態では
、ボックス側封止部４２１とカバー側封止部５２１の封止連結構造として、封止用ピン７
００のカシメを利用したリベットタイプのものを示したが、封止連結構造については従来
構造をはじめ今後開発されるであろう新規な構造も使用することもできる。
【０１４８】
　また、上記実施形態では、基板ボックス４００及びボックスカバー５００がともに、ケ
ース本体部４１０，５１０と封止ユニット４２０，５２０とを別体に構成してあるが、少
なくともいずれか一方を別体構成とすればよい。つまり、基板ボックス４００又はボック
スカバー５００のいずれか一方の封止部４２１又は５２１が複雑な構造で、他方の封止部
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５２１又は４２１が極めて簡単な構造である場合には、基板ボックス４００又はボックス
カバー５００のいずれか一方のみをケース本体部４１０又は５１０と封止ユニット４２０
又は５２０に分けて構成し、他方はケース本体部５１０又は４１０と封止ユニット５２０
又は４２０とを一体に成形してもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１４９】
　本発明によれば、制御基板を二つ割方式の基板ケースに収める遊技機であれば、パチン
コ機、スロットマシン、ゲーム機等、種々の遊技機に適用できるもので、その利用可能性
は大きい。
【図面の簡単な説明】
【０１５０】
【図１】パチンコ機の正面図である。
【図２】外枠に対して内枠と前面枠セットとを開放した状態を示す斜視図である。
【図３】パチンコ機から前面枠セットを取り外した状態を示す正面図である。
【図４】遊技盤の構成を示す正面図である。
【図５】前面枠セットの背面図である。
【図６】パチンコ機の背面図である。
【図７】パチンコ機の背面構成を主要部品毎に分解して示す分解斜視図である。
【図８】内枠に遊技盤を組み付けた状態でその構成を示す背面図である。
【図９】内枠を後方より見た斜視図である。
【図１０】支持金具の構成を示す斜視図である。
【図１１】第１制御基板ユニットの正面図である。
【図１２】第１制御基板ユニットの斜視図である。
【図１３】第１制御基板ユニットの分解斜視図である。
【図１４】第１制御基板ユニットを裏面から見た分解斜視図である。
【図１５】第２制御基板ユニットの正直図である。
【図１６】第２制御基板ユニットの斜視図である。
【図１７】第２制御基板ユニットの分解斜視図である。
【図１８】裏パックユニットの正面図である。
【図１９】裏パックユニットの分解斜視図である。
【図２０】基板ケースの分解斜視図である。
【図２１】ボックス側ケース本体部の要部拡大斜視図である。
【図２２】カバー側ケース本体部の要部拡大斜視図である。
【図２３】ボックス側封止ユニットの斜視図である。
【図２４】ボックス側封止ユニットの背面図である。
【図２５】カバー側封止ユニットの斜視図である。
【図２６】ボックス側封止ユニット及びカバー側封止ユニットを突き合わせた状態を示す
斜視図である。
【図２７】ボックス側封止ユニット及びカバー側封止ユニットを突き合わせた状態を示す
断面図である。
【図２８】基板ボックス及びボックスカバーを組み立てて突き合わせた状態を示す要部拡
大断面図である。
【図２９】（Ａ）図乃至（Ｅ）図は基板ケースの封印工程を示す要部拡大断面図で、（Ａ
）図は封止用ピンが基板ケースの封印に使用されず仮留めされている状態を、（Ｂ）図は
封止用ピンをカバー側封止部及びボックス側封止部の各挿通孔に挿し通した状態を、（Ｃ
）図は挿通孔に挿し通した封止用ピンにネジをねじ込んだ状態を、（Ｄ）図はネジの回転
により封止用ピンを加締めた状態を、（Ｅ）図は加締められた封止用ピンからネジを取り
外した状態を、それぞれ示す図である。
【符号の説明】
【０１５１】



(28) JP 5099293 B2 2012.12.19

10

20

30

40

50

２６１：主制御装置
２６３：基板ケース
２６４：封止機構
４００：基板ボックス
４１０：ボックス側ケース本体部
４１１：凹溝部
４１２：嵌合部
４１３：ポケット部
４１４：舌片
４１５：凸部
４１６：爪部
４２０：ボックス側封止ユニット
４２１：ボックス側封止部
４２１ａ：挿通孔
４２２：連結部（遮蔽部）
４２４：嵌合片
４２５：第１のスリット
４２６：フランジ
４２７：第２のスリット
４３０：舌片の弾性変形を規制する樹脂
５００：ボックスカバー
５１０：カバー側ケース本体部
５１１：突条
５１２：嵌合部
５１３：ポケット部
５１４：舌片
５１５：凸部
５１６：爪部
５２０：カバー側封止ユニット
５２１：カバー側封止部
５２１ａ：挿通孔
５２１ｂ：舌片
５２１ｃ：保持部
５２１ｃ１，５２１ｃ２：爪部
５２１ｄ：底壁面
５２２ａ：第１の連結部
５２２ｂ：第２の連結部
５２３：板状部
５２４：嵌合片
５２５：第１のスリット
５２６：フランジ
５２７：第２のスリット
５３０：舌片の弾性変形を規制する樹脂
７００：封止用ピン
７０１：フランジ
７０２：筒状部
７０３：螺合部
７０４：係止部
８００：ネジ
８０１：ネジ頭
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